
 1 

 

 

 

令和 6 年第 6 回 

 

普代村議会定例会会議録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普代村議会 

 

 



 2 

令和 6年第 6回普代村議会定例会会議録 

招集告示年月日 令和 6年 9月 5日 

招 集 の 場 所 普代村議会議場 

 

開閉会日時及び 
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議 長 正 路 正 敏 

延 会 
令和 6年 9月 18日 17時 05分 

議 長 正 路 正 敏 

 

応（不応）招議員及び

出席並びに欠席議員 

出 席(午前）9人 

      (午後)10人 

欠 席(午前) 1人 

凡例 

○  出席 

▲  欠席 

×  不応招 

○▲ 公務欠席 

議席番号 氏  名 出席等の別 

1 金 子 泰 男 ○ 

2 松 葉 明 人 ○ 

3 大 上 浩 史 ×、○ 

4 齊 藤 正 明 ○ 

5 中 上 一 登 ○ 

6 嵯 峨 典 行 ○ 

7 森 田 幸 一 ○ 

8 大 上   智 ○ 

9 古 沼 和 也 ○ 

10 正 路 正 敏 ○ 

会議録署名議員 
4 齊 藤 正 明 

5 中 上 一 登 

職務のため議場に出席 

した者の職・氏名  

事務局長 

書  記 

菅 野 伸 二 

藤 嶋 大 輔 
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議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柾屋村長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和 6年 9月 18日（水）第 6回普代村議会定例会 

ただ今から、令和 6年第 6回普代村議会定例会を開会いたします。 

 ただ今の出席議員は、9名であります。定足数に達しておりますので、

会議は成立いたしました。 

 なお、3番大上浩史議員より欠席の通告がございます。 

直ちに、本日の会議を開きます。 

本日の日程は、お手元に配布いたしました議事日程（第 1 号）によっ

て進めてまいります。 

日程第 1「会議録署名議員の指名」を行います。 

4番齊藤正明議員、5番中上一登議員の両議員を会議規則第 120条の規

定により指名いたします。 

日程第 2「会期の決定」の件を議題といたします。 

9月 11日に開催されました、議会運営委員会の結果報告では、本日か

ら 9月 24日までの 7日間でございましたが、お諮りいたします。 

今期定例会の会期を議会運営委員長の報告のとおり、本日から 9 月 24

日までの 7日間と決することにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって会期は、本日から、9月 24日までの 7日間と決定いたします。 

日程第 3「諸般の報告」を行います。 

「政務活動報告」でありますが、お手元に資料を配布しておりますの

で、ご了承願います。 

次に、「例月出納検査の結果報告」でありますが、監査委員より監査結

果の報告書 2 件を受理しており、その写しをお手元に配布しております

ので、ご了承願います。 

広域関係等の報告がありましたら、お願いいたします。 

なければ、以上で「諸般の報告」を終わります。 

日程第 4村長の「行政報告」を行います。 

柾屋村長。 

議長のお許しがございましたので、令和 6 年第 6 回普代村議会定例会

への議員各位の出席にお礼を申し上げながら、村政の近況について報告

をさせていただきます。 

 まず、新型コロナ関係についてでありますが、昨年 5 月に行動制限な

どのない感染法上の位置づけとなって以降、本村においても、人の動き

が活発となるなど正常な生活が戻ってきております。一方で、感染その

ものは依然として完全終息には至らず、本年 7 月以降は少なからずの感

染拡大が見られる状況にあります。村民の皆さまには、これからも、手

洗いや場面に応じたマスクの着用など基本的な感染防止対策を怠らない

ようお願いいたします。 

 なお、本年度から、新型コロナワクチンが定期接種となります。対象
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者は 65歳以上の方々と 60歳から 65歳までの方で心臓、腎臓、呼吸器の

機能に障害のある方などとなります。定期接種は 10月からの事業開始と

なり、無料での接種となりますので積極的な検討をお願いいたします。 

 次に、村内での諸工事などの状況についてですが、道路関係では、県

道の普代小屋瀬線での上普代地区道路改良舗装（その 3）工事が 10月中

旬の完成予定で、同じく上普代地区道路改良舗装（その 5）工事が令和 7

年 1 月中旬の完成予定で進められてございます。なお、本年度末で上普

代工区 1.7km が事業完了となりますので、今後は、旧鳥茂渡小学校前か

ら年内渡橋までの未改良区間の早期事業化に向けた県への要望などを強

化してまいりますので、議会さんのご協力もお願いいたします。村道は、

診療所付近の普代駅前 8 号線道路改良工事、力持港線の道路改良工事が

完成となりました。また、上区の定住促進団地内の沢山 5 号線道路改良

舗装工事、沢山線道路改良工事、黒崎 3号線道路改良（その 1）工事は着

工済となっております。 

 なお、白井港線道路法面修繕工事や白井萩牛線外道路舗装修繕工事、

普代平井賀線外道路改良工事は 9 月末までに、それから広場や公園を整

備する太田名部の大沢橋付近の太田名部地区漁村地域活性化工事と旭日

区地区水路等整備工事は 11月中の発注に努めてまいります。 

 河川関係は、大上一弘さん付近での、上の沢川護岸整備詳細設計業務

が間もなく完了となりますので、11 月中に工事発注するよう取り進めて

まいります。 

 漁港関係では、県での太田名部漁港の臨港道路外工事が 11月中旬の完

成予定で進められており、10 月中には用地施設舗装工事なども発注予定

と聞いております。村の太田名部漁港衛生管理型荷さばき所建設工事は

10 月上旬の完成予定で進められておりますが、今議会に、氷の払出装置

の追加、海水受水槽室の増設、製氷・貯氷・海水供給等制御方式の変更

などによる、変更請負契約の締結（案）を提案させていただきますので、

ご審査をお願いいたします。また、白井地区漁業研修施設空調・照明設

備改修工事は 8月末に完成しております。 

 防災関係では、県での太田自工さん付近の、緑区地区治山事業の緊急

浚渫工事が進められており、10月上旬には同地区の災害復旧工事も契約

予定とのことであります。 

 村での災害後方支援拠点広場工事は、東屋や防災倉庫周辺舗装、サイ

ン工事などが 9月中の発注となります。 

 なお、普代タクシーさんの向かいになります、上区地区排水ポンプは、

台風第 5号の際に稼働し、8月 12日の午前 2時 1分に普代川が氾濫注意

水位に達したことから自動運転開始となり、21時 10分に水防団待機水位

に下がったところで停止しております。今後も、万全な運用がされるよ

う維持管理の徹底を期してまいります。 

 住宅関係は、羅賀地区住宅建設工事が 8 月上旬に完成となり、先般の
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議会で関係条例の改正もされたところであります。現在の入居見込みと

しては、この 10月 1日に地域おこし協力隊員の発令となる方など、年内

に 2棟への入居が予定されております。 

 公園関係は、黒崎キャンプ場整備工事が 11月下旬に、普代浜園地キラ

ウミ整備工事が 12月下旬に完成予定で着工済となっております。 

 次に、その他の事業の進捗状況などについてですが、まず、財政関係

では、岩手県が環境保全などへの取り組みの財源とするよう公募した地

方債証券グリーン・ブルーボンドについて、財政調整基金の運用として

取得しておりますので報告いたします。 

電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業は、繰越分の令和 5 年度

均等割のみ課税世帯支援は 890 万円、低所得子育て支援は 230 万円の給

付を行い完了しております。また、現年分の令和 6 年度新たな非課税等

支援も 705 万円を給付し、完了となってございます。なお、個人住民税

の定額減税は 768 万 6 千円となっており、所得税を含めましての減税し

きれない分の補足給付は 2,118 万円と見込まれ、9 月 10 日現在で 1,550

万円が給付済みとなってございます。 

青の国ふだいの海の魅力の体験のため開設していた普代浜園地キラウ

ミ海水浴場は 8月 25日までの 45日間で、2,058人に利用いただきました。

なお、キラウミ公園ＲＶパークの 4 月から 8 月までの利用は 89 台・207

人となってございますし、黒崎キャンプ場の利用は、フリーサイトが 230

人、オートサイトが 580 人となっております。全体的な利用実績が期待

どおりに伸びていない状況につきましては、8月の台風接近の影響などに

よる天候不順が要因と思われます。今後の誘客拡大に向け、環境整備や

イベントの開催などに一層にも努めてまいります。 

 くろさき荘の 8 月末までの運営状況は、宿泊者数は 2,747 人、事業収

入が 3,774 万 6 千円となっております。台風接近の影響でのキャンセル

も若干ありましたが、全体としては伸び悩み状態の改善に至っていない

ところであります。また、運営収支も人権費や物価高騰による賄材料費

の増により大きく改善できない状況にもあります。このような状況から、

当初予算の閑散期前の早めの営業縮小についても検討したところであり

ますが、年内のトレイル客などの予約や諸イベントの開催予定なども踏

まえますと、年内の利用客の増が見込まれるものと判断されますので、

当面は昨年同様に、1月上旬までは通常営業とし、その後の宿泊予約は金

曜日・土曜日のみの受け入れを原則としてまいりますので、ご理解とご

協力をお願いいたします。また、秋の行楽シーズンでの誘客はもとより、

諸会合や宴会などでの利用拡大に従業員も一丸となって取り組んでまい

りますので、村民の皆さまにも一層のご協力をお願いいたします。なお、

運営検討委員会の活動が停滞しておりますこと、議員各位などに心から

のお詫びを申し上げます。急ぎ、経営改善への具体的な取り組みについ

ての検討など行ってまいります。 
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 「道の駅・青の国ふだい」はオープンから 3 周年を迎えようとしてお

ります。4月から 8月の利用客数は道の駅開設前比で 191％、売上は 225％

となっております。お盆前後のかき入れ時は天候不順もあり客足が伸び

ないところでありましたが、全体としては着実な誘客が図られていると

ころであります。今後も、立ち寄りたいと思っていただける道の駅とな

るよう取り組んでまいります。なお、9月 27日から 29日には、ふだいま

つりと共催での開業 3 周年記念イベントを行い、村全体の賑わいづくり

の弾みともしてまいります。 

 ふるさと納税は、8月末現在で 2億 4,323万 1千円となっております。

減少の要因としては、主力返礼品であります生ウニの極端な不漁による

品薄・高値が続いたことからですが、そんな中にも、依然として全国の

多くの方々から本村へのご寄付をいただいております。寄付者皆様に改

めてのお礼を申し上げます。また、今後も、問い合わせ等への丁寧な対

応に心がけるなど、リピーターの確保に努めつつ、関係事業者との連携

も強めながら昨年度実績にできるだけ近づけるよう取り組んでまいりま

す。 

 終わりに、議員各位や村民の皆さまの普代村戦没者追悼式や普代村総

合防災訓練などへのご協力に改めての感謝をさせていただき、今後予定

のふだいまつりや普代村文化祭などへのご協力につきましてもお願いを

申し上げながら、本議会に、令和 6 年度一般会計予算などの補正予算

（案）・3件、特別職の給与条例などの一部改正（案）・4件、変更請負契

約の締結（案）、教育委員会委員の任命同意（案）、令和 5 年度各会計決

算認定（案）・7 件、並びに、人権擁護委員候補者推薦の諮問（案）など

を提案させていただきますので、十分にご審査くださり、全議案につき

ましてご承認賜りますようお願い申し上げ、行政報告とさせていただき

ます。 

以上で、村長の「行政報告」を終わります。 

日程第 5「一般質問」を行います。 

一般質問は、普代村議会会議規則第 61条第 4項の規定のとおり行いま

す。10分前にはベルを鳴らしますので、質問者及び答弁者のご協力をお

願いいたします。 

それでは、通告順に質問を許します。 

4番齊藤正明議員の一般質問を許します。 

4番齊藤正明議員。 

 4番齊藤正明です。 

 通告に基づきまして、一般質問をいたします。はじめに 1 項目目をお

願いします。 

 道路施設の安全確保について。 

 ①車道や歩道の一部において、支障立木や繁茂が覆いかぶさることで

自動車や歩行者の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラー等
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の道路施設が見えにくくなり、通行に支障があります。特に台風や大雨、

大雪災害等では、倒木の危険性が高まると思いますので、道路寸断を未

然に防止するためにも、倒木等危険を及ぼす恐れのある支障立木の伐採

と木々の枝払いを計画的に対処すべきと考えますが、見解をお伺いしま

す。 

 ②村道において、道路の外側線も含めて白線が消えかかっているなど、

補修修繕が必要の個所が多く見られます。安全確認の観点からも、安全

性を考慮しつつ、計画的に対処する必要があると考えますが、見解をお

伺いします。 

柾屋村長。 

齊藤正明議員の道路施設の安全確保についての質問にお答えをいたし

ます。 

1点目の、交通に支障を及ぼす恐れのある支障立木等の計画的な伐採に

ついてでございますが、村としては道路用地内につきましてはご存じの

とおり、年 2 回のシルバーさんによる草刈りなどでの対応をさせていた

だいておりまして、その際に可能な支障立木などの枝払いを行っており

ます。しかしながら、私有地から道路上にはみ出している草木につきま

しては、これを起因とする事故等についても、所有者の責任が土地所有

者の責任が問われることもあるなど大前提としましては、土地所有者が

適正な管理を行わなければならないものとされてございます。このよう

なことから、倒木が道路を塞いでいるなど、緊急時を除き村が勝手に伐

採や枝払いをすることができないことから、議員お話しのとおり処理な

どが必要な支障立木が残っており、ご迷惑、そしてご不便もお掛けして

いるところであります。 

このことにつきましては、昨年 4 月にですね、民法が改正をされ、所

有者に催告したにもかかわらず、一定期間内に処理されなかった場合は、

所有者に代わって村が伐採できるようにもなりましたが、その費用は所

有者の負担として請求することもあり得る、できるというふうにされて

いるものであります。いずれ土地の所有者に樹木等を伐採していただく

という原則は変わっておらないところでございますので、その取り組み

を促進してまいりますというふうな答弁とさせていただきます。ただ、

私有地から道路にはみ出した分の伐採とか枝払いなどについて、所有者

において行うことが原則である旨の周知徹底などは、これまで強力に行

ってきていないのも実情でございます。今後はその周知等にも努めつつ、

村の取り組みもより強化をした中で、所有者のご理解とご協力もいただ

き、安全確保に努めてまいります。 

2点目でございますが、議員お話しのとおり、村道において区画線が消

えかかっている部分多々あり、その補修等が道路利用者の安全確保には

必要であること、まさにそのとおりでございます。村としては、改めて

の情報把握に努めつつ、交通量の多い路線や通学路などについて、優先
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的な整備に取り組んでまいりますことを申し上げまして、答弁とさせて

いただきます。 

4番齊藤議員。 

齊藤です。はい、ありがとうございます。確かに歩道といいますか、

草刈りっていうかあれはシルバーさんが年 2 回やっていただいているわ

けですけども、ただこの時期はかなり今年からそうだと思うんですが、

すごい草が成長が早いというか、まあびっくりしているところでござい

ます。それで、道路脇の草刈りはやってまあかなりいいわけなんですけ

ども、この下がっている支障木といいますか、高い木がかなり覆い被さ

って、あとミラー等にかなり見えずらく、なっているわけですが。担当

課の方でも、パトロール等はやって見て確認はしていると思いますが、

予算とか優先順位等がある関係で、かなり難しい面もあると思いますが、

とにかくこの道路施設にはいろんな範囲がありますけど、とくにこの支

障立木の伐採と枝払いについては、何とかその交通量があるとこについ

ては、検討していただいて、伐採の方していただきたいと思います。所

有者の関係もあろうかと思いますが、そこはご協力をいただいて、お願

いしたいと思います。 

それから、これは県道になるわけですけども、県道の岩泉平井賀普代

線ですか、あの普代水門からＪＡの貯蔵施設か、あそこの間がかなりこ

う支障立木といいますか。あそこは伐採がいいのか枝払いがいいのか、

そこらあの見ていただいて処理の方お願いしたいと思います。 

 柾屋村長。 

 お答えをさせていただきます。草刈りのシルバーさんの時期の件、ご

ざいましたけども、適切で効果的な時期に行うといったようなことで担

当課とそれこそシルバーさんとしっかり打合せをして進めていただくよ

うに、ご指導のとおりしてまいりたいというふうに思っております。あ

と、立木の伐採・枝払いの件でございますけども、そのとおりご指導の

とおり進めたいわけですが、実際に現場に行って境界面を見て、村の木

だったらバンバンやるわけですけども。どっちの木から出てる枝なのか、

どっちの木だかというのを見ながら許可を取って進めなければならない

と。出ているから黙って切っても良いというふうなことにもならないの

で、そこの現場さ入って、境界なりそれからどの木とか現状を十分に把

握して、それぞれお願いさ行ったり、こうしていかなければならないと

いうことで、なかなか時間が掛かる作業を実際はやらせておるんですけ

ども。なかなか日常業務との絡みもありまして、進まないといったよう

な状況でございます。いずれ、事故等の懸念等お話しのようにございま

すので、これらをより徹底をして進めるように原課の方に指示もしてま

いりたいというふうに思いますので、ご理解をいただきたいというふう

に思います。あと県道につきましては、海に向かって、左側の方につき

ましては、以前村からお願いをしたこともありましたったが、なかなか
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許可が出なくて。というのは、筆界未定だからどっちの分だか分かんな

いのを、というふうなことでなかなか許可が出ないで、県の方でも一回

お願いした分を、そういう事情だからやめますということで村に報告が

あって、以後どうにもできないでおります。あと、そういった事情があ

ったので、今左側の話しをしましたけど、右側からもかなり出ておりま

すので、右側は未定地の中にはありますけども、境界にうんぬんかんぬ

んがないので、山の道路から上の方にそういったことを懸念して 10ｍ木

等を村で買わせていただいております。水門のとこからＪＡさんのとこ

を下りてくる赤線まで、奥さ 10ｍ土地かだり買わせていただいておりま

すので、これについては県に、そういう事情で村の権利の部分なのでや

ってくださいというお願いをしておりますけども、なかなか予算的なこ

となんでしょうか、難しくてできないでおるようですけども。なお、担

当課等を通じて、それを急がせるように進めさせていただきたいという

ふうに思っております。 

ナラ枯れの部分なのか、木が枯れてる分で、枝が落ちそうなあれが危

険でして、そういったのを少し丁寧に所有者に説明をしながら、県から

取り組んでいただくように取り進めてまいります。 

4番齊藤議員。 

はい、ありがとうございます。今言ったとこの場所については 1 本切

るのでなく枝だけでも、かなり道路に掛かってきていますので、これか

ら台風シーズンなり、大雪が降ればあれが折れるんじゃないかなあと思

います。そこらひとつ検討していただいて、所有者、予算の関係もあろ

うかと思いますが、ひとつよろしくお願いします。 

それから、横断歩道とか停止線。これについては警察の管轄になるわ

けだと思いますが、これはタイアップについてはどのようにしているか

お伺いします。 

柾屋村長。 

現在ある横断歩道とか、そういったのの聞いてる分は警察というより

は、村が進めれないでいる分ですので。いずれ、できるだけ先ほどお話

ししたように、急いで緊急度の高い部分からやらせていただきたいとい

うふうに思います。できるだけ早くでございますので、可能なものかど

うか冬期間の施工も可能なものかどうか、いずれ 12月あるいはそれが可

能でなければ、それ前の臨時議会等のことがあれば、その際に補正でも

して、危険ということですので、取り組みたいと思います。 

4番齊藤議員。 

ありがとうございます。それからこの白線でございますけども、この

白線についてはあれだわけですね、かなりの距離があったり、優先順位

とか予算の関係等もあるわけですけども、そこらどのような優先順位は

どのようにしているか。ということと、あとはそれによってデリネータ

ー、視線誘導灯ですか、それが見えなくなってるか。そこらも含めて草
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刈りの時、同じ高さになってるもんですから、倒れている数があります

ので、そこらへんはどのような検討しているかどうかお伺いします。 

大村建設水産課長。 

道路の白線及びデリネーター等の交通施設につきましては、通常の維

持管理の部分で、その都度施工はさせていただいておりますけども、な

かなか今追いついていないという現状でございます。例年除雪期間が終

わった後にいろんな交通施設壊れますので、そのうえ点検して随時直し

ていくという状況で今は進めております。 

4番齊藤議員。 

ありがとうございます。それからこの白線でございますけども、狭い

道路については真ん中線は引かないわけですけども、この外側線につい

てこうやはり、草が出てきて覆い被さってきて白線が見えなくなってき

てるんですよ。そこらへんは何回も言うんですけども、予算とか優先順

位等があるわけですけども、そこらはどのような検討してるかどうか。

今後取り組むかどうか、そこらへんについて白線について、お伺いしま

す。 

大村建設水産課長。 

白線につきましては、現在サイドラインある部分について、やはりき

っちりと管理していかなければならないのであろうというふうに考えて

ございますが、議員おっしゃるとおりなかなか全ての全線ラインを引く

というのはなかなか難しい状況ということで、どうしても交通量が多い

路線、通学路等が優先的にしている状況でございます。いずれ、それで

いってもやらなくていいことにはなりませんので、そこらへんも随時状

況を、村内の状況を見ながら進めていきたいと思っております。 

4番齊藤議員。 

以上、1項目目は終わります。 

齊藤正明議員の次の質問を許します。 

4番齊藤正明議員。 

4番齊藤です。 

次に、2項目目をお願いします。 

介護施設の利用状況と介護職員の待遇改善について。 

令和 7年が団塊の世代が全て 75歳以上になるという「2025年問題」が

指摘されていることから、今後もさらに高齢化は進むことが予想され、

介護サービスの利用増加のみならず、介護職員の不足も危惧されるとこ

ろです。そこで、当村の入所待機数、うち緊急度の高い人数と、人材不

足で空床となっている施設があるのかお伺いいたします。介護を必要と

する高齢者とそのご家族が増える一方で、介護の職場で働く人材の不足

が現場では一層深刻になると考えられます。また、介護職を目指す若い

人が少なく、なおかつ、せっかく仕事についても長続きせずに辞めてし

まうケースが多いと聞きます。介護職員の待遇改善は全国的な課題であ
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りますので、国や県に介護職員の待遇改善を強く求めるべきと考えます

ので、村として、今後どう取り組んでいかれるのか。村長の考えをお伺

いいたします。 

柾屋村長。 

4 番齊藤正明議員の介護施設の利用状況と介護職員の待遇改善につい

ての質問に、お答えをいたします。 

まず、本村の入所待機者数についてでございますが、8月末時点でうね

とり荘におきましては、村外施設に入居中の方で、村内施設にいわゆる

戻りたい、入りたいといった方 8名を含めて、12人の待機者がございま

す。そのうち緊急度の高いとされる方は 2 人となっていたようでござい

ます。そのお 2人の方にも、9月に空床が出たことから、すでに入所の打

診をさせていただいておるようですが、状況の変化により、すぐの入所

は希望しないとの回答を得てるようでございます。当然に時期によって

変動もあるわけでございますけれども、私どもで報告を受けた今の数字

では、緊急度の高い待機者なし、というふうなことで理解をさせていた

だいております。また、人材不足での空床については、うねとり荘にお

いて 8月から短期入所生活介護 10床の受け入れを休止ということになっ

ております。これについて、担当課への連絡等ございまして、職員の病

気休暇が重なるなどし、通常の 3班体制が組めない状況に陥ってしまい、

職員募集など緊急的な対応もしたんだけれども、確保に至らず、長期入

所の 80 床への優先対応に注力せざるを得ない状況に至ったということ

で、10床の短期の方については受け入れを休んでいるというふうな状況

のようでございます。これにつきましては、病休者が戻ってきたりする

状況にございますので、私どもへの報告では、間もなく 3 班体制が取れ

て、稼働できるというふうな状況が近づいているというふうなことで報

告も受けております。 

あと議員ご指摘の人材不足、一層に深刻化しているものというふうに

私どもも受け止めております。人材不足での運営による収入減への補助

かさ上げや、人材不足を補うための施設設備への助成などに、可能な対

応をさせていただいてもおりますので、今後も関係事業所、法人と連絡

を密にし、人材不足への対応をしてまいります。 

なお、兼ねてより取り組んでいました、看護・介護・保育職養成奨学

資金貸付については、今年度介護職の方、貸付を利用して入学をされて

ございますので、数年後には一応就業していただけるというふうな期待

もしてございますし、先々の介護職確保のために、この制度の何ていい

ますか、勧誘といいますか、奨励といいますか、これについても努めて

まいりたいというふうに思っております。 

次に、介護職員の待遇改善を強く求めるべきとのご指導についてでご

ざいますが、先般、7月末に行った町村会での政府予算編成並びに施策に

関する要望におきましても、介護離職ゼロを達成するため、介護サービ
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ス基盤を整備するとともに、介護従事者の養成や処遇改善など、介護サ

ービスを支える介護人材の確保への引き続きの取り組みを要請している

ところでございます。また、今後の取り組みにつきましても、議員もご

承知のとおり、特にも介護職につきましては、処遇というか、賃金以外

の課題が多いところともいうふうにお聞きもしておりますところでござ

いますので、介護職のキャリアアップ支援や職場環境の改善など、職員

の働きやすさを向上させる取り組みを行った事業所に対する、介護報酬

への上乗せ加算などもされる処遇改善制度もありますので、こういった

制度の活用を推進しながら、普代福祉会とも連携を進めながら、さらに、

可能な加算支援の導入も進めつつ、介護職員の確保そして待遇改善も併

せて、進めてまいりたいということをお話しをさせていただきまして、

答弁とさせていただきます。 

4番齊藤議員。 

齊藤です。はい、ありがとうございます。介護施設の方でも、この介

護人材スタッフ確保のためには、かなりいろいろ様々な方策、工夫はし

ているとは思いますが、やはり、どうしてもその聞いてみますと、3Ｋ、

4Ｋ、最近は 5Ｋになってきてんだなあ、きついとか、危険とか、給料が

安いという処遇待遇改善、いろんな面でこうできれば、この賃金格差と

いいますか、待遇改善の方、村の方でも県、国、関係機関、久慈広域、

あとは広域連合と一緒になって、底上げ賃金。できるだけこの人材確保

については、いろんな方策があるとは思いますが、そこら村としてはど

のような、考えてるか教えていただきたいと思います。 

柾屋村長。 

そのとおり、人材確保もそうですし、それから現在働いている人の処

遇改善、働きやすさの確保、そして離職ゼロといったようなこの取り組

み。それこそ現場、福祉会さん、そしてそれを指導をして行く広域連合、

そして村のいろんな支援といったのを組み合わせてやっていければなあ

というふうなことで、取り組みを進めてまいりたいというふうに思って

ございます。 

私こう考えているのは、数字で言いますと、令和 3 年に 1,095 人いた

65歳の方々が、令和 6年には 1,056人で 40人くらい現在減少しています。

普代村では。さらに、後期高齢者 75 歳以上の方となれば、平成 29 年で

すけど、621 名いたものが令和 6 年には 577 人で、7 年でやはり 40 人く

らい。ともに 40人くらい減ってる状況でございます。従ってその全国的

なことで話しのある、増える増えるは、うちではもうそういう時ではな

くなってきてる。人数的には。ただ、家庭の事情とかいろんな状況で、

その人数が減ってることに比例して、その入所者が減るということはな

いんですけども、いずれ増え続ける状況は減ってきていると。久慈管内

全体を見てみますと、県の調査におきましても、高齢者の人口、久慈管

内で令和 6年 2,056人でございますけども、予測とすれば、令和 12年、
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6 年後には 959 人ですから 1,000 人減ると。それからその 10 年後には

3,500人減るといったようなことで、データ的には出ておりますけども。

いずれ、人数が減っていくということで急激には増えない、むしろ人数

が減る傾向にはあると、ただ、家庭とかいろんな状況で完全にそれが減

少につながるということでもないわけですけども。いずれ、大きく伸び

ていくというふうなことには今現在、先々はないといった中で、何を言

いたいかって言えば、要するにサービスの質のいいものを提供する。そ

ういった人材を確保していかないと、普代のうねとり荘には広域管内で、

申し込んでくれなくなっては大変なわけです。できるだけ質の高いサー

ビスを今後も維持して是非、久慈管内の方でも、普代のうねとり荘に来

たいという方が、どんどん出てくるように先々していかなければと。そ

ういった中では人材の育成にもしっかりした取り組みを続けて、質の高

いサービスをできる、それを持続できる体制を整えていかなければとい

うふうなことで思っておりまして、そのための議員さんの指導でもあろ

うというふうに思いますので、今後もご指導に沿いながら、先ほどお話

ししたように人材の確保、そして、その離職の防止、そのための働きや

すい環境、あるいは処遇改善に取り組んでまいります。当然議員さんも

お話しのように、村だけでそれができることでもないですので、国を含

め関係機関等々と一緒になって取り組んでまいりたいというふうな思い

でございます。 

4番齊藤議員。 

ありがとうございます。今村長さんが言ったように、第 9 期目の保険

の計画ということで 3年間の計画という、6年から 8年ということで、令

和 22年ですか、これがピークということで。団塊ジュニアのこの世代が

65 歳になるというのが 22 年ぐらいがピークだということで言われてい

ますが、その時は 2 人に 1 人が高齢者になる見込みだということになり

ます。それでこういったのも見越してですね、やはり、介護人材の確保

のためにはできるだけ若い人たちを、久慈管内とか民間、近隣がどうに、

給料が高いとかそういった条件、処遇、待遇が良いとこに行くようなん

ですけども、聞いてみれば。やはりある程度引き留めておいて、そうい

ったのを村独自の、そういった処遇、待遇をひとつ村の方でも考えて、

方策をですね検討していただきたいなあと思います。というのは、介護

の今いるスタッフの皆さん、少ないことによって不足によってしわ寄せ

がきているんでなかなあと思うんですよ。というのは交代制、24時間 365

日。日勤 2交代、3交代ってあるわけですけども、やはり不足によって介

護の職員の人たちがどうしても残業、延長というような、勤務体制がな

っていけばどうしても介護する現場の人たちに、かなり負担がいくんで

ないかなあと思うんですよ。そこらやはり、早めにこのピークを迎える

前に、村の方でも早めにそういった確保をするためにも、人材確保の方

を何とか検討していただければと思いますが、そこらへんひとつお願い
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します。 

柾屋村長。 

はい、お話し承りました。私が申したのはピークが、おら方の場合は

正直過ぎてますよと。今度は次のステップに向けて、質とかそういった

部分に対していかなければならない。ご紹介したように、人数的には下

がってきてるというのが実態かなあというふうに、私把握しております。

そしてですね、そのとおり賃金の面でも働きやすさの面でも、いろんな

面でもこう、改善をしていくということ、そのとおりだと思います。私

が直接に給料を決めている部分でも、それから勤務体制を決めている部

分でもございませんけれども、そういったことについて法人等とよく話

し合ったり、あるいは連合と他の事業所等々の比較等もさせた中での取

り組みを、といいますか、私が決定するのではないですので、いずれそ

ういった改善に向けた、何て言いますか助言とか、そういったことをさ

せていただきますことは、そのとおりさせていただきます。 

4番齊藤議員。 

はい、ありがとうございます。そうするとですね、もう一度確認です

けども、待機者数というのは今現在何人ぐらいいますか。お伺いします。 

柾屋村長。 

8月末で、例えばよその、青森県の施設に行ってる方が、帰りたいと言

ってる方々を含めて、12 名ということで確認しております。そして、お

話しがあったように、他の施設に入ってない人を含めれば 4 人というこ

とで、そしてその中で、緊急度の高いという議員さんの話し、8月末には

2人おったんですけども、その後空きが出るとそれぞれ相談して、緊急度

の高い人から相談をしていくわけですけども、9月に入ってから 2人くら

い入所者が空床が出たので、相談をした中では、その緊急的な方という

かそういった方についても、家庭でみるというのだか、ちょっと分かん

ないですが、それぞれの事情によって、当面は入りませんというふうな

ことを施設で確認をしているというふうなことでございました。 

（「はい、ありがとうございました」と、齊藤議員） 

4番齊藤議員。 

今の人数というのは、緊急ということですか。緊急を要する人数とい

うこと。私が聞いてるのは待機者。待機者でですね、例えば普代以外で

も、例えば田野畑申請してたり、野田申請、久慈申請して、そういった

方々の人数というのをお聞きしたいと思います。 

柾屋村長。 

そういった方で、12名というふうなことでお聞きしていましたが、ち

ょっと、 

すみません。暫時休憩します。            （10：58） 

休憩前に戻りまして、会議を再開します。       （10：58） 

松葉住民福祉課長。 
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今、村長の方でお話しさせていただきましたのは、うねとり荘への申

し込みの方で、村の方ということでお答えしてございます。正直申しま

すとお 1 人の方がうねとり荘にも、野田にも田野畑にも申し込むという

ことは確かにございます。今議員さんのおっしゃりたいのが、村ってい

うことでいきますと、村の住民の方、住所がある方ということでいきま

すと、70 名というところまではいってませんが、うねとり荘に対して申

し込んでいる方というのは、実際70人くらいは確かにいるかと思います。

ただ、その中には、介護度が低い方とかで、どうしても優先順位的なも

のになると順位的には低い方っていう方もいらっしゃるかと思います。

緊急性のあるという方では、先ほど村長もお話ししましたが、2名の方が

いらっしゃいました。8月末ですけれども。でもその 8月末でいらっしゃ

った 2 名の方に対して、お亡くなりになられたりとかで空床が出ました

ので、そうしますと入所されませんかという案内はしているようです。

ただし、その方についても緊急性のあるっていうのは、そのご家庭によ

って状況が違いますので、例えば、一世帯にお年寄りが 2 人いた場合な

どはどうしても緊急性が高くなるんですが、おひと方がどっか別の施設

に入ったりされると、1 人はそのまま看るっていう場合もございますの

で。そういった状況、状況によって、そのお二方にはお声掛けをしたよ

うですけれども、今いまはまだ入らないという状況だったようです。で

すので、お 2 人の緊急性の方というのは解消されているのかなと思いま

す。 

4番齊藤議員。 

そうするとですね、5月時点ですと要介護 1から要介護 5までの人数が

170人くらい、その時点ではいるそうですけども。この時点で、5月現在

でだいたい 76人待機者がいるということを聞いだったものですから。そ

して、今課長さんが言ったように、普代だけでなくやはり他も申請なり

申し込んで、久慈とか野田とか田野畑、岩泉。実質、そうすると普代だ

けというのは 12名ということですか。そこら、確認、お聞きします。 

松葉住民福祉課長。 

うねとり荘という施設につきましては、介護 3 からになります。1、2

の方は基本的には対象にならない方です。入所になる方ですけれども。

ですので、先ほど議員さんがおっしゃった介護 1からということでなく、

申し込みされる場合は介護 3 から 5 までの方が、基本的には申し込みを

されます。うねとり荘さんの方で、入所待機者ということで 70人くらい

というお話しを受けたということですけれども、それは正直申しますと、

岩手県内から全体から申し込んでる方、場合によっては八戸の方からで

も申し込みをされてる方がいらっしゃいますので、それでの 70人という

形の人数かと思います。あくまで、8月末現在で村に住所を有する方の待

機者というのは 12名、そのうち 8名の方は他の施設等に入所されている

方ということになります。 
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4番齊藤議員。 

ありがとうございます。質問を終わります。 

よろしいですか。 

（「はい」と、齊藤議員） 

それでは、齊藤正明議員の次の質問を許します。 

4番齊藤正明議員。 

4番齊藤です。 

3項目目をお願いします。 

空き家対策の現状と支援体制について。 

本村においても、人口減少や既存住宅の老朽化、社会的ニーズの変化

等に伴い、空き家が年々増加していると思います。空き家の有効活用も

含めた総合的な空き家対策の支援体制を今よりさらに推進していく必要

があると考えます。増大の要因には、人口減少のほかに空き家を除去し

て更地にすると、固定資産税が高くなるから空き家の除去が進まない現

状があると思います。今後への新たな特例の追加と更地となった時の固

定資産税の村独自の減免特例を設けることと、相談・支援体制等の構築

などが必要と考えます。このような背景の下、空き家所有者が所有空き

家に対して自発的に売却や解体・除去ができるような支援体制に取り組

んでいただきたいと考えます。既に村としても調査され、いろいろな対

策も立てられ、成果も挙げられていると思います。そこで、次の項目に

ついてお伺いいたします。 

①本村の平成 28 年度に実施した調査では、村内に 83 件の空き家が確

認されておりますが、現在の空き家の現状把握と、空き家バンクの登録

数と利用実績について伺います。 

②空き家解体促進のために、「住宅用地に対する固定資産税減免特例」

について住宅解体解除した場合、村独自に負担軽減措置を設けることは

できないか伺います。 

③村内の空き家は、今後もさらに増加していくだろうと思います。 

今後の空き家の発生防止、空き家の利活用、既存の空き家バンク登録

までのサポートとして、権利者に対する助言と支援体制の取り組みにつ

いて考えを伺います。 

柾屋村長。 

齊藤議員の空き家対策の現状と支援体制についての質問にお答えをい

たします。 

議員お話しのとおり、全国的にも空家数は、年々増加傾向にあります。

平成 30 年から令和 5 年までの 5 年間で全国で 36 万戸が増加していると

いう状況にあります。参考までに、県内の状況でございますけれども、

使用目的のない空き家は約 5万 4千戸ございまして、総住宅数の 9.3％と

いうふうに、岩手県なってございます。5年間で 4千戸増加しているとい

う状況にもございます。 
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それで、個人財産であります空き家につきましては、所有者が適切に

管理すべきであることを原則としながらも、村においては、空き家の利

活用を促進するため、平成 19年度から空き家情報バンク制度を運用して

おりますが、「仏壇や家財道具など捨てられないものがある」、あるいは

「好きな時に利用、あるいは処分できない」、などという所有者個々の諸

事情や、あるいは活用には修繕の必要といったようなことで即時入居に

つながらず、制度が効果的に利用されていないと言えるところでもござ

います。 

また、「固定資産税が高くなることが要因での空き家の除去が進まな

い」とのテレビ等々での報道ございますけれども、住宅用地の 1/6 軽減

特例による住宅課税につきましては、空き家を除去し、そして家屋消滅

届を提出した後の雑種地課税でトータル的な税金を計算しますと、宅地

の評価額が都会などのように高くない普代村においては、固定資産税が

高くなる状況ということは、生じない場合がほとんどというふうなこと

で承知をさせていただいております。そういったことを踏まえまして、

質問にお答えをさせていただきますけども、まず 1 点目の、空き家の現

状と空き家バンクの登録の利用実績ということでございますが、現時点

での空き家の状況は、正確には把握していないのが実状であります。ま

た、空き家バンクの登録数としては 2 件で、その利活用が進んでおりま

せん。というのが状況でございますけれども、本年度のこの村の中での

中期的な重点課題の取り組みの中では、空き家調査してから 8 年が経過

しておりますことから、今年度中に空き家の実態調査を再度、状況を再

度確認をする基礎調査を実施。また、基礎調査の進捗状況に応じた空き

家の実態調査及び空き家等の対策計画を策定、さらには、空き家バンク

の登録、そしてその利用の促進のための補助金の拡充といったことをす

るように担当課にお話しをしているところでございます。 

よって今後も個人の財産である以上、最終的には、所有者の責任にお

いて管理など行うべきものであること、現にそういうふうな、現在元村

地区でもそういうふうな取り組みを行ってる方も散見されることも踏ま

えつつ、適切な空き家の活用が進んでいくような対策について、村でも

努めてまいりたいというふうに考えさせていただいております。 

それから、2点目の税金との関係で、その負担を軽減したらということ

についてでございますけれども、本村では、取り壊して課税が 1/6 軽減

がなくなっても、その前より高くなるということはほとんどない。都会

でいけば、地価が高くて評価額が高いとこですと、6分の 1も大きいわけ

ですけども、うちの評価額でいう 6 分の 1 は極めて住宅の部分の固定資

産税額よりも少額にあるといったようなことで、それが逆転をするとい

ったようなことがないというふうに考えておりますので、特段この議員

からご提案の措置については、いますぐそれを実施するというふうな考

えはないということでございます。 
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あと 3 点目の空き家の発生防止、それから利活用、それから空き家バ

ンク登録までのサポートとといったようなことにつきましては、いずれ

権利者に対する助言あるいは、支援の取り組みについてを含めて、先ほ

どお話ししたような利活用ができるだけ進むようなことを考えながら、

しかも、所有者が最終的には適切に管理すべきであるということも踏ま

えながら、所有者と一緒になって取り組んでまいりたいというふうに思

っておりますし、県とか国のいろんな制度等のご案内についても、こち

らからプッシュするような形でご案内もするなどして、取り組んでまい

りたいということを申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

時間のこともありまして、大分割愛をしてお話しをしましたので、分

かりにくい点もあろうかと思いますけども、ご理解をいただきたいとい

うふうに思います。 

4番齊藤議員。 

はい、ありがとうございました。今年、8年経過しているということで、

これから実態調査、そして計画、登録バンク等、できるだけ支援体制の

方ひとつよろしくお願いしたいと思います。以上、質問を終わります。 

以上で、4番齊藤正明議員の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩といたします。             （11：14） 

休憩前に戻り、会議を再開いたします。         （11：20） 

次に、8番大上智議員の一般質問を許します。 

8番大上智議員。 

8番大上でございます。 

9月に入り朝は気温も下がり、秋の気配を感じる季節となったところで

ございます。今定期定例会後は政局においては共に類を見ない多数の候

補者による立民の代表選、自民の総裁選、そして、それに続く新首相  

指名、また本県においては参院補選となり、11月には同盟国アメリカ合

衆国の大統領選挙と続くことになり、本村においては、今月 27日からの

ふだいまつり開催と、何かと気忙しい日程となっておりますが、それは

それとして、本年も豊漁豊作の実りの秋となってくれることを皆さま

共々祈るところでございます。それでは早速ですが、議長のお許しを得

まして、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。 

1番目の質問は、ナラ枯れ被害拡大対策についてでございます。 

本村においても、ナラ枯れは令和 2 年頃から被害が確認され始めまし

て、当初は、主に沿岸部が被害範囲でありましたが、徐々に沿岸部から

内陸部まで伝染拡大し、広範囲にわたり被害木が確認されるという深刻

な事態になっておりますことは、ご承知のとおりでございます。同質問

は、令和 4 年 9 月の第 7 回定例会時にも質問させていただきましたが、

その後の状況の変化等を踏まえて、以下について伺います。 

1番、現時点での被害状況をどのように把握しているのか伺います。 

2番、国、県、久慈地区市町村・森林組合等で構成されております「ナ
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ラ枯れ被害対策連絡会議」での、新たな対策等は協議されているものか

伺います。 

3番、本年においては、素人目にも被害木が近くに確認できるように見

受けられますが、今後において、森林環境贈与税等を投入した伐採・伐

倒等の対策計画は練られているものか伺います。 

4番、岩手県全体への被害拡大を防止するためにも、国及び県に対して、

県内 4 広域圏全体での会議等で協議し、補助金制度設計を要求すべきだ

と思いますが、見解を伺います。 

柾屋村長。 

大上智議員のナラ枯れ被害拡大対策についての質問にお答えをいたし

ます。 

まず、ナラ枯れ被害の拡大の状況を私どもも正に、深刻な状況に至っ

ておるものと認識をしてございまして、できるだけ早く拡大を阻止でき

ないか、あるいはそれについての情報収集など行っておるところでござ

いますが、全く思うに任せないといったような状況が続いておりまして、

大変に申し訳なくお詫びもいたしながら、お答をさせていただきます。 

まず 1 点目の現時点での被害状況をどのように把握しているかでござ

いますけども、県内のナラ枯れ被害の状況は県の地上調査あるいはヘリ

コプターからの調査によりまして行っております。令和 5 年、昨年でご

ざいますけども、県では、19 市町村で被害が確認されておりまして、県

内全体での本数だけにしますけども、約 9千本と報告されております。 

本村の状況は、令和元年度に 30本の被害を確認、その後、令和 3年度

には 800本、そして令和 5年度、昨年は 150本を確認をしております。 

今年度の状況につきましては、これからの航空調査ということになり

ますので、ご理解をいただきたいと思います。 

それから 2 点目のナラ枯れ被害対策協議会での新たな対策等の協議で

ございますけれども、年に 2 回ほどそういった会議あるというふうに承

知しておりましたけども、今年は 8 月 5 日にございまして、森林総合研

究所からのご指導などもいただいたようでございますけども、新たな対

策・技術の提案はなかったというふうなことでお聞きしておりまして、

改めて被害の拡大の阻止や被害木の利用促進についての目標などについ

ての話し合いがされたというふうにお聞きしてございます。 

また、当村では黒崎地区で林業技術センターの協力をいただいて、防

除実証試験を実施しておりますけども、その結果の報告をいただいても、

なんていいますか成果効果ないと、拡大の防止に至るようなあれはない

というふうなことでお聞きしてる状況でざいます。それにしても、引き

続きの諸々の情報収集とか必要な対策は講じなければということでござ

いまして、今後とも努力はしてまいりたいというふうに思っております。 

それから 3 点目の森林環境譲与税の投入によります伐採・伐倒の対策

計画は練られないかといったようなことですけども、これまでナラ枯れ
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確認されましてから、元年から昨年までに 1,484 本、村では処理してお

ります。そして今年度も春駆除で 70本やって、これから秋駆除の計画を

立ててやっていくというふうなことにしておるところでございます。 

いずれ再三になりますけども、本村を含め久慈管内、久慈広域全体と

して、この被害の拡大が止まらないという状況になっております。そう

いったことで、今後も、今活用している「森林病害虫等駆除事業補助金」

これを利用した中で、特にも公共施設周辺、あるいは道路沿いで、枯れ

て落って人が怪我をする可能性の高い恐れのある箇所等々を重点的にも

駆除してまいりたいなあというふうに思っております。そしてですね、

譲与税の投入につきましては、県で予算を取った補助が量が多くて全県

の部分で間に合わないということで、各市町村の部分を補助率を目減り

させて、配分したりするようになっている傾向にもありますので、その

目減り分にだけは譲与税を入れさせていただいて、取り組んでいきたい

なあというふうなことで思っておりました。 

これまでの、元年から 5 年までの取り組みでは、その目減りした部分

に対するものとして、78 万円をトータルで活用させていただいておりま

すけども、今後も、目減りした部分についてはそれをいれさせて取り組

んで、いただかせていただければなあというふうなことで考えさせてい

ただいております。 

それから 4 点目の補助金制度設計を要求すべきというふうなことでご

ざいますけども、これにつきましては、細かくは申し上げませんけども、

個別にも、また、町村会などを通じましても、被害拡大の阻止を行うた

めの、未発生地域に対する予防対策の強化、あるいは、被害木等の処理

や被害状況などに応じた防除事業費の、さっきのように目減りすること

なく、ちゃんと確保してくれといったようなこと、あるいはその駆除技

術を開発をしてくれといったような、実効性のある対策を講じていただ

くよう、要望を続けているところでございます。 

その結果かもしれませんけれども、令和 6 年度、今年度は国の林業・

木材産業循環成長対策交付金というのがございますけども、そのうちの

森林健全化促進事業という部分が拡充をされまして、ナラ枯れ被害の蔓

延防止を目的とする取り組みへの助成金が創設されたといったようこと

でもあります。今後も国等への要望を続ける中で、いずれその被害の抑

制に取り組んでまいりたいというふうなことで考えさせていただいてお

りますことを申し添えまして、答弁とさせていただきます。 

8番大上智議員。 

前回質問時、村長より我々の希望的願望でありましたが、減少もしく

は自然終息に反して、今現在、沿岸から山間地に拡大しているわけでご

ざいますが、このような被害拡大に対して、村当局への新たな住民から

の被害情報及び所有者、特に林業関係者からの相談、請願・陳情は届い

ていないものでしょうか、伺います。ここにおいて、今一度質問させて
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いただきます。かつて沿岸部の被害木の状況は、現在は葉がまったくな

くなり、枯れ木と化し、白木化し、目立たなくなったところもございま

すが、県道、道端の被害木等、伐倒が必要な箇所があるように見受けら

れます。今においても残念ながら、本県において、民有林面積の約半分

をナラ類を主体とした広葉樹が占めておる森林への大規模な得策等、有

効な対処戦略はなく、これまでの地道な努力戦略で自然終息を待つほか

ないということでしょうか。本村においても、山を見渡しますと、被害

木の範囲がその年の自然条件によるものか、病原菌、ナラ菌を媒介とす

るところの、カシノナガキクイムシの爆発的繁殖がなかったものか、局

部的範囲でもあるように見受けられますが、ちなみに、これまでの岩手

県における被害発生調査報告の推移を見ますと、平成 23年には県南の一

関市、奥州市の 2市だけであったものが、直近の令和 5年度には 19市町

村に広がっておるようでございます。林業という生業は長いスパンで営

まれているもので、我々にとっても永代までの森林保全の大切さはご承

知のとおりでございますが、これについて見解を伺います。 

柾屋村長。 

お答えをさせていただきます。 

その終息の件でございますけども、私どもが県からご指導いただいた

ときには、宮古地域等の例をお示しをいただいて、7年から 8年で終息す

る方向にあるというふうなことでご指導をいただいたところでございま

したが、全く当たっていない状況。議員さんお話しのとおりの状況でご

ざいまして、非常にこう残念というか、どういった事情でそうなってい

るのかなあというふうなことで、大変困っているところでございます。

いずれ、これは国、県の専門家のいろんな調査あるいは新しい防除技術、

その企業等と連携をして進めていただかなければなあというふうな思い

でもおり、いずれ、私どもも調査あるいはいろんな被害木の利用等には

協力をして、そういったことに支援をしてまいりたいというふうに思っ

ておりました。それから、お話しのあった森林所有者等から、あるいは

森林所有者でない一般の方からも、「この状況はどうなってるんだ、何と

かできないのか」といったようなことで、私のとこにも電話が入ります

し、当然担当課の方にもたくさん入っているというふうな状況でござい

ます。いずれ、さっきもお話ししたように、申し訳ないんですが、個人

の広い山の中で、ポツン、ポツンとこう出て見えるのの処分というのは

実際できないところでございまして、例えばその村道沿い、あるいは堀

内で間もなくやると思うんですけども、岸里さんの前付近でも国道に覆

いかぶさって、枯れてくれば危ないといったようなもの、あるいはふれ

あい公園の中で、木が枯れて落ちてくると子どもたちが危ないといった

ような連絡があったものについては、対応をさせていただいておるとい

うふうなことを続けているところでございます。何といいますか対処し

かしていないということで、前向きな取り組みが出来ないといったのが
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現実ですけども、現段階ではいずれそれを進めていかなければなあとい

うふうに思っております。あと、議員さんもご指摘のように、こういっ

た事態、森林、林業、そしてその所有者はもとより、特にもその環境、

景観といったようなことへのこの思いをはせる今の時代では、大変な時

代だなあというふううなことで受け止めておりまして、お話ししたよう

に、我々も一生懸命な取り組みを行っていきたいなあというふうに思っ

ております。 

あと、何のせいなのか、今ナラ枯れでなく、その道路脇のハンノキに、

ハンノキハムシというのが 2、3年のペースで非常に多くなって、道路脇

がその状況も見受けられます。ナラ枯れとハンノキが枯れるのと区別を

して見ていかなければならないわけですけども、いずれその、ハンノキ

の場合は 2、3年でということですので、早くそういうふうにナラ枯れの

方もそういうふうに向かってくれればなあといったようなことで、村内

を走る際には気を付けても見ております。いずれ、議員さん方からも危

ないといったような個所については、ご指導をいただいて、我々のそう

いったことへの取り組みを促していただければなあというふうに思って

おります。 

8番大上議員。 

非常に申し訳ないです。勉強不足で道路脇の枯木はてっきりナラ枯れ

の影響だと思ってて、かなりもう枯れもきてで、道路にこれが倒れてく

れば大変だなというようなこともあったりしてて、その件についても勉

強させられました。それから、素人考えでいけば、自然に次から次にそ

の虫が飛び歩いて、被害木を増やしていってると。それよりは何か、以

前も話しがあったんですけど、おとりのなんか部材っていうか木ってい

うか、それで集めた方が素人考えとすれば、待ってるというのも語弊で

すけども、なんか集中して何万匹か何十万匹か、そのおとり木に来て、

ある程度拡散を防ぐというような技術も今の時代出来そうなような気が

しますので、そのへんもその研究所なり、何なりに相談かけて、村長の

方はよろしく対処をお願いしたいと思います。 

以上、1問目を終わります。 

8番大上智議員の次の質問を許します。 

 8番大上智議員。 

2番目の質問をさせていただきます。 

村の農業・農地の実態についてでございます。 

昨今、気候変動によるところの、作物の不作が話題になっているとこ

ろでございますが、普代村の農業・農地の実態について以下伺います。 

1番、農地パトロール等の調査活動から把握している、遊休農地及び作

物の栽培が出来なくなった「荒廃農地」のうち「再生困難」と判断し、「非

農地」とした面積の推移はどのようなものか伺います。 

2番、農地利用の将来像を明確化するための「地域計画」の策定は、進
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められているのか伺います。 

3番、農業の衰退は「食糧生産」以外にも、中山間地域の衰退による自

然環境全体のバランスが崩れることも懸念されるところでございます

が、遊休農地等のこれからの利活用についての見解を伺います。 

高屋敷農業委員会会長。 

それでは、大上智議員の農業・農地の実態についての質問にお答えし

ます。 

まず1点目の遊休農地や作物の栽培が出来なくなった荒廃農地のうち、

再生困難と判断された非農地の面積の推移についてでございます。 

農地制度の適正執行や農地の有効利用の促進を図るため、平成 11年か

ら組織運動として、農地パトロールがスタートし、その後平成 21年から

農地法改正により、農業委員会は毎年 1 回農地利用状況についてのパト

ロールを行なわなければならないとされました。 

本村農業委員会においても、年 1、2回のパトロールを実施していると

ころでございます。昨今の農業委員会の議案が、相続の件がすごく多く

なっております。ふるさとを離れた普代地主が多くなっております。農

地は使わない期間が長くなればなるほど、元に戻すのに非常に難しくな

ります。使わない農地、使いにくい農地が増える中で、パトロールを強

化し、非農地判断を実施していきたいと思っております。 

さて、お尋ねの非農地の判断でございますが、再生困難とした非農地

面積の推移は、平成 27 年度 23.8ha、令和 2 年度 30.6ha、令和 5 年度荒

廃農地 61.9ha のうち 35.5ha が非農地判断とされており、村農地面積

368.2haのうち、9.6％が非農地と判断され、この非農地判断は年々増加

傾向にございます。また、本調査結果は、村当局へ随時報告しているこ

とを申し添え、答弁とさせていただきます。 

なお、お尋ねの 2点目、3点目の件につきましては、村部局の所管業務

となっておりますので、村長より答弁をさせていただきますので、ご理

解のほど、よろしくお願いいたします。 

上戸鎖農林商工課長。 

大上智議員の村の農業・農地の実態についての、2点目と 3点目につい

てをお答えします。 

2点目の、農地利用の将来像を明確化するための地域計画の策定につい

てでありますが、今後高齢化や人口減少により、農業者の減少や耕作放

棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが心配されて

おります。このような地域の課題を解決するため、令和 5 年 4 月農業経

営基盤強化促進法が改正され、市町村において令和 7 年 3 月末までに地

域計画を策定することが義務付けられました。本村においても本年中の

策定を目指し、現在各総会、座談会等で農業者等の意見を伺い、素案づ

くりを進めていくこととしております。地域での意識醸成や体制づくり

を推進し、10年後を見据え目指すべき農地利用の計画の作成ができるよ
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う取り組んでまいります。 

3点目の遊休農地等のこれからの利活用についてでありますが、農業を

取り巻く環境は、農業従事者の減少に加え農業資材等の高騰など依然と

して厳しい状況が続いてございます。遊休農地の再生と利活用を推進す

るためには、地域の話し合い、新規参入の促進、農地中間管理事業の活

用等により、遊休農地の発生防止と農業的利用の推進を図るとともに、

それが当面難しい遊休農地については、省力的作物の豆類などの導入や

地域でひまわりや菜の花などの景観形成作物等の栽培を進めることによ

り、持続可能な農地の利活用を図る必要があります。関係機関、団体、

農業委員会との一層の連携を図り、農家とのご理解とご協力をお願いし

ながら取り組んでまいりますことを申し上げ、答弁といたします。 

8番大上智議員。 

農業委員会においては、年 1 回か 2 回か分かりませんけども、その就

農フェスっていうか、それにまあご参加してそれなりの普代の農地につ

いての、農業についてのあれをやっていただいていることに感謝申し上

げます。これは事前通告していない事項ですので、この場での答弁が可

能なら伺います。 

来年度、令和 7 年度、長年の債務負担が終了する約 100 億円を費やし

た、県営普代地区農地開発事業で造成整備した農地の利活用についての

見解を伺います。 

上戸鎖農林商工課長。 

県営農地開発事業の今後の活用についてというご質問でございます

が、現在、和野山、黒崎、向野場工区の 3 地区で、営農が行われてござ

います。和野山地区については、95％以上、黒崎地区は 70％以上、向野

場が約 50％くらいの現在の利用率となってございます。 

その中でも和野山、黒崎につきましては、何て言ったらいいのでしょ

う、申し訳ございませんと言ったらいいのでしょうか、村外からの営農

の方もおいでになっておりまして、その農家の方々からも一生懸命その

農地の活用をいただいているところでございます。その村外の方々は正

直うまく営農が行われてございますので、何とか村でもそういう農家を

見習いながらでも、大規模にやらなくても小規模でもそういう農家が生

まれてくることを今も願っておりますし、そういうふうに推進してまい

りたいと思ってございます。以上です。 

8番大上議員。 

今課長がしゃべったのも理解した質問だったんですけど、あくまでひ

とつの区切りとして、来年債務が終わるっていうので、もちろん現在、

特に和野山の方でご使用いただいてる人の、借りてる権利っていうのが

強いことも以前村長からもお聞きしたことでございますが。それでも一

応村の財産としてやった事業ですので、今課長が答弁してもらったとお

り、少しずつでも努力してもらって、できれば元をとれと言えば語弊が
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あるかもしれませんけど、やっぱりそれなりのあれでだんだんと範囲を

広げて、普代の農業の方に貢献というか、そういうふうにやってもらい

たいと思います。これで以上、終わります。 

ここで暫時休憩といたします。             （11：52） 

休憩前のに戻り、会議を再開いたします。        （11：52） 

大上議員の 3 番目の質問と 4 番目の質問は、午後からといたします。

それでは、これにてお昼にしたいと思います。 

1時から再開いたします。               （11：52） 

休憩前に戻り、会議を再開いたします。         （13：00） 

8番大上智議員の 3番目の質問を許します。 

8番大上智議員。 

3番目の質問は、村のデジタル化推進についてでございます。 

全国の自治体等において、各分野におけるＤＸの推進に向け、努力し

ている状況ですが、以下について伺います。 

1番、4年度予算でＡＩ・ＲＰＡシステム導入に向けた自動化等の作業

効率の改善、ＤＸの推進の検討・課題調査を行い、5年度にＡＩ・ＲＰＡ

システムを活用した業務改善を行っていくとなっていたものが、6年度当

初予算では、システム利用料が皆減となっておりますが、ＤＸ推進によ

るところのデジタル化についての見解を伺います。 

2番、庁内業務においてＤＸ推進によるところの職員等の業務軽減等改

善事例等を伺います。 

柾屋村長。 

大上智議員の村のデジタル化推進についての質問にお答えをいたしま

す。 

まず 1点目でございますが、本村では令和 4年度に県が実施をした「Ａ

Ｉ・ＲＰＡ導入に向けた課題調査事業」のモデル市町村に応募し、ＡＩ・

ＲＰＡ導入に向けた検討を行い、結果としては小規模自治体の場合、費

用対効果はあまり高くないという結果ではございましたが、将来的な人

口減少や職員数の減少等も見据えた中で業務の効率化を図り、人的資源

を行政サービスの向上につなげることを目的とし、議員からもお話しが

あったように、令和 5 年度当初予算にＡＩ・ＲＰＡシステム利用料 198

万円を予算計上し、繰越事業とはなってございますが、現在も継続して

取り組んでいるところでございます。 

そして令和 6 年度につきましては、この繰り越してる事業の進捗状況

も含め、システムを利用する職員の理解度も高めていく時間が必要とい

うふうなことから、6年度当初予算への予算計上を見送ったところでござ

います。そして、今年 8 月に行った村政の中長期・重点課題に係る庁内

協議におきまして、このことも話題とさせていただきまして、令和 5 年

度の繰越事業としている対象業務などの洗い出し作業を、令和 6 年度内

にしっかりと目途を付けた中で、令和 7 年度以降のＡＩ・ＲＰＡ関係予



 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

大上智議員 

 

 

 

 

 

 

算の確保等に向けた検討をするようにというふうなことで担当課に指示

をしたところでございます。 

今後もデジタルを活用した業務の効率化を進め、人的資源を行政サー

ビスの向上につなげられるようＤＸの推進に着実に取り組んでまいりま

す。 

次に、庁内業務におけるＤＸ推進によるところの職員等の業務軽減等

改善事項のご質問でございますが、ご案内のとおりこの件には、本年 4

月から地域活性化起業人制度を活用して、村で取り組んでいただいてお

ります東京都のタオソフトウエア株式会社の杉山さんに一緒になって取

り組んでいただいておるところでございます。 

杉山さんには、ＡＩ・ＲＰＡシステム導入の検証、それから本年 10月

に予定されている村のパソコン端末の一斉の切り替え、あるいは国、県、

市町村間だけを専用で結ぶシステム LGWAN というシステムがありますけ

ども、これが 4 次の分から第 5 次に改革になるというこれの移行支援な

どの作業をはじめ、いずれ各課等ともいろんな困りごとなどを相談いた

だきながらデジタルの活用による業務内容の改善、支援に頑張っていた

だいておるところであります。そしてその中でのご質問のそのどういっ

たことが事例として出たんだというふうなことでございますけども、上

半期では、保健センターでの「各種がん検診」の際の受付業務をバーコ

ード化し、受付時の受診者の待ち時間短縮と職員の受付業務の軽減を図

っており、次年度以降の継続性も考慮しながら取り組んだところでござ

います。また、現在、紙ベースで運用しております職員の時間外勤務あ

るいは年次有給休暇の申請・承認などの勤怠管理のシステム化に向けた

実証試験環境の構築なども行っておりますし、住民向けといたしまして

は、子育て世代など若者世代に対し、村が補助する事業に係る電子申請

導入の仕組みなどの検証も行っていただいておるところでございます。 

いずれ、今後も杉山さんも 3 年間いるということでございますので、

杉山さんの専門的知見も活かさせていただきながら、職員個々のスキル

アップも図り、住民サービスの向上といったことを進め、庁内業務の向

上も図ってまいりたいというふうに思っておりまして、引き続き村全体

のＤＸの推進にも着実に取り組んでまいりたいと思っておりますことを

申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

8番大上議員。 

本村におけるデジタル化は、目的のための必要性に駆られてデジタル

化のため、庁内において検討された業務の具現化された政策立案からス

タートし、それの実行実現のため政府のＤＸ推進政策に乗じて施行して

いるものと思いますが、それによる仕事の効率化、業務の軽減化、つま

り働き方改革に、よりメリットを見出すためのＤＸ推進のため、本年 4

月より先ほど村長が話しました地域活性化起業人として、杉山氏を委嘱

しておるわけですが、活動を推進してもらい任期中にあくまで職員との
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共同作業によるところの更なる業務のデジタル化のためにも、現場の意

見を聞きながら専門会社との提携強化による一層のＤＸ推進を図り、  

業務の軽減化、スリム化、スピード化により余裕ある自治体本来の姿を

取り戻し、村民が求める施策立案の実行、実現に取り組み、これまで公

務員としての職務内容として依然として存在していると思われるいわゆ

るブルシット・ジョブ、つまりクソどうでもいい仕事の削減に努め、離

職要因のひとつとなりえる仕事の中身を再構築し、ワークエンゲージメ

ント、つまり、やりがい、活力、熱意、愛着を高めるべきだと思います

が見解を伺います。 

柾屋村長。 

お答えをさせていただきます。 

議員おっしゃるとおり、国が策定をしております自治体ＤＸ推進計画

の中で、我々自治体が取り組む施策等として６つの重点取り組み事業が

示されております。その中のひとつに、今ご質問いただいているＡＩ・

ＲＰＡの利用促進によりまして、ＤＸの推進をした中で、住民サービス

を向上といったようなことに取り組めというふうなことでおりますの

で、お話しのように基礎的作業っていうか、基礎業務といったようなも

のはできるだけデジタル化、ＤＸ化を進める中で、それこそ最も我々が

取り組まなければならないそれぞれの時、あるいは状況に応じた諸々の

課題解決への施策提案と、それからその実行といったことにより一層の

力を入れてまいれるように取り組んでまいりたいと思っております。 

8番大上議員。 

結局このＤＸ推進により、ある程度先ほども言いましたけども、本来

の公務員としての業務っていうか、そっちの方にいくらかでも現在の作

業を効率アップによって、余裕を持った業務をしてもらって、そして本

来の公務員があるべき姿っていうか、住民のためにいろんな施策を練る

とか、そういうふうな方に力を注いでもらいたいと思います。今のこの

村全体の停滞感っていうか、打開策、打破策は役場職員チームによるＤ

Ｘ活用によるところの余裕を持った施策、そういうふうな施行の方に、

もっともっと時間を割いてもらって、結局そっちの方に力をいれればま

たその業務の方の軽減化にちょっと反するところがあるんでないかって

いうあれもあるとは思いますけども、そのへんはなるべく何のためのＤ

Ｘっていうか、あくまでも時間的な余裕を作るためのＤＸと考えてもら

って、本来の方の住民とともに歩むっていうか、もっと住民の方に飛び

込んでもらって、いやこういうふうな政策を取ってもらいたいというふ

うな、本来の公務員のあるべき姿を取り戻すっていうか、今それをやっ

てないかと言えば、それも非常に失礼な話しだと思いますけども、とに

かくそういうふうな全体の、村全体の停滞感というかそれの打破にはや

っぱり、役場職員チームによるＤＸの利活用によるところの積極的職場

環境の一新からだと思います。いろいろ役場環境、職場内の環境をＤＸ
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やる事によってもっともっといい環境にしてもらいたいと思いますの

で。そのへんはあの職員の皆さんに大いに期待するところでございまの

で、よろしくお願いしたいと思います。以上で、3番目の質問を終わりま

す。 

大上智議員の 4番目の質問を許します。 

 8番大上智議員。 

4番目の質問は、災害時の井戸活用についてでございます。 

能登半島地震での上水道断水の経験を踏まえ、政府は災害で断水した

際、地下水を活用できるよう事前の準備等を促すため、本年度末を目途

に自治体向けの指針を作るようですが、本村の「防災井戸」調査につい

て伺います。 

本村においては給水災害に備え、現在使用しているものを含めて、既

存の生活用水に使用した井戸等の水量・水質等の有効性調査を実行すべ

きだと考えますが、見解を伺います。 

柾屋村長。 

大上議員の災害時の井戸活用についてのご質問に、お答えをします。 

災害発生時において、住民の生命及び日常生活を守るための水の確保、

極めて重要と、議員おっしゃるとおり捉えております。 

村では、地域防災計画による備蓄計画で飲料水の 1,500 リットルを備

蓄するとともに、村民の皆さんにも 3 日分くらいの飲料水の備蓄をお願

いをしていただいているところでございまして、緊急時の飲料確保につ

いて、それにより取り組んでいるところでもございます。 

一方、長期の断水が続いた場合の洗い物や洗濯、トイレなどの生活用

水の確保につきましては、その災害の状況、被災の状況にもよりますけ

ども、自衛隊の派遣要請、あるいは協定を締結している市町村等への応

援要請により、給水車の運用などを含めて、随時その時その時適切な対

応を期してまいりたいというふうに考えております。 

そして、議員お話しのとおり、国では災害時の井戸活用について、令

和 6 年度中、本年度中に自治体向けのガイドラインを策定することとし

ており、本村も災害時の生活用水等々の確保のため、井戸の活用も大変

重要な選択肢の一つとしていかなければというふうに考えさせていただ

いております。 

そして、全国的には市町村の区域内にある井戸について、市町村が「防

災井戸」というふうに指定をしまして、ポンプの新規設置や交換、ポン

プの修繕等の経費を助成する取り組みや井戸の維持管理費用を助成する

取り組み等も行われているところもあるというふうに承知をしておりま

すが、井戸の活用によるリスクといったものも、また一方であるところ

でございますので、この部分はもうちょっとで国のガイドラインがでる

というふうなことでございますので、そのガイドラインを参考にしなが

ら、今後災害発生時の生活用水の確保について、引き続きの検討を進め
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てまいりたいというふうに思っておりますので、その際は議員各位とも

また相談などもしなければというふうに思っておりますので、引き続き

のご指導もお願いを申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

8番大上議員。 

今答弁いただいたように、これからの指示なりが国の方から来ると思

いますし、またそれに基づいて、必要性に応じてそれなりの検討をして、

施策を練ってもらいたいと思います。以上で、私からの質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

以上で、8番大上智議員の一般質問を終わります。 

次に、1番金子泰男議員の一般質問を許します。 

1番金子泰男議員。 

1番金子でございます。 

私からは、老人福祉対策とうねとり荘、くろさき小規模多機能ホーム

介護スタッフ不足についての質問をさせていただきます。 

福祉元年ともてはやされたのも今は昔、国の財政が窮迫の度を加える

に従って、自治体による福祉行政も後退しているのが現状ではないかと

思います。こうした中で私は老人福祉対策、併せてうねとり荘、くろさ

き小規模多機能ホームの介護スタッフ不足の問題について、村長の率直

な所信をお伺いいたします。 

お年寄りはどこで生活をする事を望むか。また、どこで生活すること

が幸せか。それは家庭であると思います。家族と起居を共にすることが

最高であることは論を待たないところであります。しかし、現状はどう

か、扶養者がいない。また、少し日常生活に支障を生ずるようになると

老人ホーム、あるいは特別養護老人ホームに入所させるといった実態に

あるのではないかと思います。 

老いても健康でありたいというのは本人はもとより、家族の願いでも

あると思います。こうしたことから、私は健老者を対象とした健康増進

を目的とする施設を開設してはと考えるわけですが、村長はいかがお考

えかお伺いいたします。 

次に、老人福祉施設うねとり荘、くろさき小規模多機能ホームでの介

護スタッフ不足が言われておりますが、両施設は将来においてもなくて

はならない不可欠な施設であるわけで、介護スタッフ不足は深刻な問題

であるわけですが、両施設と村とでの話し合い等は行われていると思い

ますが、介護スタッフ不足解消のための具体策は出ているのかどうかお

伺いをいたします。 

柾屋村長。 

1 番金子泰男議員の老人福祉対策、うねとり荘、くろさき小規模多機

能ホーム介護スタッフ不足についての質問にお答えをいたします。 

まず、ご指導いただきました健老者を対象とした健康促進を目的とす

る施設についてでございますが、具体的につめて検討したといったよう
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なことではございませんが、他市町村の行政視察等で類似的な施設を見

学させていただくたびに、利用者数のこと、それから専門職員等の配置

のこと、そしてランニングコストを含めた費用負担のことなど考えない

中では、本村にも小さくとも、健康づくりや健康寿命の延伸あるいは福

祉面の増進といったようなことでの施設があればいいなというふうなこ

とで思ってきているところであります。 

原課での当面の取り組みとしては、各地区の公民館などを利用したサ

ロンへの活動助成金により、既存の施設等を有効活用した高齢者の通い

の場づくりへの取り組みをさらに強化してまいるといったようなこと

で、考えさせていただいております。 

次に、うねとり荘、くろさき小規模多機能ホームでの介護スタッフ不

足についてでありますが、普代福祉会さんと村との話し合い等について

は、正副の施設長さんと村の担当課長、課長補佐レベルでの情報共有や

解消への検討などは、都度行ってきているところでありますし、私の方

にも理事長が来庁し、状況の報告と協議などもいたしておるところでご

ざいます。 

その中で一例としまして、今年度の始めにおいての理事長からの報告

などでは、人材不足により休止せざるを得ない部門もでるかもしれない

と。でなければ、本体の長期の 80床にも影響が出かねないなど、状況を

詳細に説明をいただいて共有もしたところでございます。いずれ、人材

確保に協力し合って取り組むことともした中でございましたし、くろさ

き小規模の人材配置も厳しいといったようなこと、さらには専門職の減

になれば当然報酬も減になって、経営的にも厳しい面も続くといったよ

うなことで、数年前から行っております運営支援の強化につきましても、

引き続き諸かさ上げ助成を含めた取り組みを継続する中で、支援をして

まいるというふうなことの対応を続けることで、話し合ってもいたとこ

ろでございます。 

今後も、病休などでの休職者、あるいは退職者が多くもなっていると

いう現状を踏まえまして、体それから心の負担軽減のこと、そして働き

やすい環境づくりのことなどにも、鋭意取り組んでいただきたいといっ

たようなことを、私からもお願いをさせていただくなどしてもおるとこ

ろでございます。そういった取り組み今後も密接に連携をとりながら、

進めてまいることを申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

1番金子議員。 

はい、ただ今老人福祉そして、うねとり荘、くろさき小規模多機能ホ

ーム介護スタッフ不足について、ご答弁をいただきました。 

人間誰しもが老いてくるわけでございます。しかしながら、老いても

健康でありたいということは誰しもの願いであると思います。そして、

健康で家族と起居を共にすることが、最高であることも誰しもが思い考

えていることだろうと思います。こういったことから、私は健老者を対
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象とした健康増進を目的とする施設を開設をしてはといったような、質

問をさせていただきました。今、答弁の中で村長さんも各地域のサロン

活動の部分もお話しをいただきました。今各地域で、全体ではないんで

すが、サロン活動等を行っております。ここにおいて、いろいろと、5

人、10人、15人と集まる中で、集まった方々がいろいろと日頃のお話し

をされる、あるいは世の中の話しをされる、あるいは病気の予防等につ

いてもいろいろお話しをされる、そして時にはゲーム等を楽しみながら

健老者としての運動等も行うといったような、取り組み活動を行ってお

ります。そういった中で、やっぱりこういった集まることがいろいろな

予防効果にもつながってくると思います。例えば、痴呆の予防、あるい

は病気の予防、その事が健康の維持につながってくるんだろうと思いま

す。私はこういった活動の中で、村としてこういったサロン活動の中に、

年に 1 回でも 2 回でも専門的な知識を持った方を呼んでいただく、そし

て皆さん方にいろいろと病気の予防についてはこうなんだ、あるいは痴

呆の予防はこうなんだ、あるいは健康になるためには健老者としてただ

運動するだけでなく、健老者としての運動の仕方等々、いろいろあると

思うんです。そういったその専門的な方から、お話しをいただくことに

よって、いろいろなこのサロン活動以上の効果、成果が出てくるんだろ

うと思います。そのことが、全体的に健康維持につながるわけで、健康

維持につながるということは将来的にみれば、村の医療費の抑制にもつ

ながってくるだろうと思います。そして、健康維持につながって健康に

なるということは、家族と起居をともにする時間も長くなるわけでござ

います。今、ちょっとしたことで老人ホームといったような、こういっ

た施設に入所させなければならないという期間が少しでもこういった健

康維持が保たれることによって、短くなるといったようなことも考えら

れるわけでございます。そういった意味において、健老者を対象とした

健康増進を目的とするこういった活動が、私は老人ホームと在宅との中

間的な存在として、将来本当に必要になってくるのではないかと本当に

思います。是非とも、こういった健康増進の活動に、村としても一層力

を入れていただきたい。そのことが、村民の皆さん方の健康、長く健康

でいられるそういった秘訣にもなると思うんです。この部分、再度お聞

かせをいただきたいと思います。 

それから、2 点目の福祉施設でありますうねとり荘、そしてくろさき

小規模多機能ホームでの介護スタッフ不足についてもご答弁をいただき

ました。本当に今一番、普代福祉会が悩んでいること、介護スタッフ。

このことによって入所者、利用者のサービス低下につながっているとい

うことでございます。そして 2 つ目が、介護スタッフ不足によって今働

いている介護スタッフの皆さんの負担が増していないんだろうかという

心配。そして、介護スタッフの負担が増えることによって、スタッフが

辞めていっていないんだろうかという二重の心配をするわけでございま
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議  長 

柾屋村長 

 

 

 

 

 

すが、こういった部分の話し合い、どのようになってるのかなあと思い

ます。この入所者、利用者のサービス低下はもうすでに村長さん答弁の

ように、うねとり荘本体がショートステイが受け入れをストップしてい

る状態。そしてうねとり荘、くろさき小規模多機能ホームとも、訪問介

護が制限をされている状況だと聞いております。そしてこういった介護

スタッフ不足の状況の中で、洋野町では老人福祉施設が新しく令和 7 年

4 月 1 日に開所予定であるといったように聞いております。この開所さ

れるということは、久慈広域の普代村として、非常にありがたいといっ

たようなことでございます。ありがたい、本当にいいことなわけですが、

一方で、今介護スタッフ不足が深刻な状況の中で、こういった新しい施

設ができることによって、益々スッタッフ不足が心配になるのではない

か、懸念をされるわけでございます。そういった部分、広域として、や

っぱりこういった施設を開所予定計画を立てられる時には、スタッフ不

足の不足が出ないような、そういった話し合い等もしていかなければな

らないと思うんですが、そういった広域としての首長さん方のお話し合

いというものもあっているんだろうと思いますが、聞かせるところがあ

れば、聞かせていただきたいなあと思います。そして、もうこの普代福

祉会、利用者各位ということでサービスの利用制限、お知らせが回って

おる状況にあると聞いております。一部紹介をさせていただきますが、

「現在社会福祉法人普代福祉会が提供しております各サービスについ

て、各事業所とも介護職員に欠員が生じており、これまでのサービス提

供体制の確保が大変難しくなっております。職員確保のため、ハローワ

ークをはじめ、職員募集を行っているところではありますが、採用まで

には至らず、慢性的な人材不足が続いております。このことから、これ

までのサービス供給体制を維持することが大変厳しい状況となっており

ますことから、今後当面の間、各サービスにおいて利用制限をさせてい

ただきます。」というような文書が、もう家族宛に出ておる状況にありま

す。やっぱり早く、この介護スタッフ不足を解消していただきたい。こ

れが長く続くようであれば、うねとり荘本体、そして小規模多機能ホー

ム両施設とも入所者の制限もしていかなければならない、そういった事

態になるのではないかというような大きな心配、懸念を持つわけですが、

村長さんいろいろこういったことは、いろいろ相談等もしながら分かっ

ていると思うんですが、考え方をお聞かせをいただきたいと思います。 

柾屋村長。 

お答えをさせていただきます。 

まず 1 点目の健老者を対象としました健康増進の活動の一層の強化と

いったようなことについてでございますけども、正にありがたい提案で、

その効果等も先々へもつながるといったようなことで、私も理解をさせ

ていただきます。新年度の予算の時に、少し久慈広域連合での諸事業あ

りますので、そういったことの動員の検討もしながら是非取り組んでま
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いりたいというふうなことで、考えさせていただきます。今、手っ取り

早く考えているのは、全村を対象にするものを議員さんおっしゃるよう

な専門的な方のご指導も含めて、あるいは風呂に入ってリフレッシュも

したり、何かこうみんなで話し合いをしたり、楽しんだりといったよう

なことで、先ほどお話しした事業、広域連合にありますので、それをく

ろさき荘と原課で取り組んでやりましょうというふうなことをお話しし

てありますので。いずれ、その取り組みを促進をしてまいりたいという

ふうに思っております。いずれ、連合の事業分からもらう補助ですので、

手出しは村の十何パーセントといったようなことだと思いますので、そ

ういった取り組みができればなあということで、検討してまいります。 

それから、スタッフ不足での協議の件、相談の件でございますけども、

先ほど詳しくお話しできなかったんですけども、間もなく復帰をする方

を含めまして、4 人くらいが怪我を含めて病休であった状況で休職とい

うふうなこと、そして更には休職が切れて、いったん退職をしなければ

ならない方、2 人あったということで、計 6 人くらいの不足といったよ

うなことで、同僚議員の質問にもお答えしたように 3 班体制が出来なく

て、いずれショート 10 床休んで、そしてロングの部分 80 床をまずはし

っかりと、途中で出すわけにいきませんので、そっちの方をしっかりと

やるということで。先日受けた報告では、間もなくそこらも復帰がかな

ってきて解消になるというふうなことで、私のとこでは聞いております。

それから、うねとり荘と違いまして、くろさきの小規模多機能につきま

しては、地域密着型でございますので、なんぼう隣の北山でも、それか

ら野田でも入ることができない。村内だけの地域密着の施設というふう

なことになってますので、今 18人定員で、途中ご案内のように増やして、

定員増をしまして 18 人で運用しておりますけども、人数的に今 15 人で

やっているというふうなことで、これが要望があればまた足していく、

増えていくという状況にもあるといったようなことでございます。いず

れ、総合的に人員不足の解消それから、職員の中のいろんな資格取得者

の部分も含めて、不足を解消していかなければ、人数だけではご案内の

ように報酬の減が続く。サービス料の受け取るのが少なくなるといった

ようなことでありますので、そういったことも含めて、そういった厳し

い状況の時には村が前にも支援をしておりますけども、その部分を継続

するといったようなことで取り組んでまいりたいというふうなことでご

ざいまして、くろさき小規模につきましては、具体的な話しもいただい

て 8月末くらいで、去年あたりは相当の収支不足があったんですけども、

それが 200 万くらいに収まってまずまず順調ということで、あとは復帰

する職員達がうねとり荘含めて出てくれば、何とか順調になるというふ

うなことで報告を受けて、相談もしているところでございます。 

で、状況の当然、報告等だけでなく今後どうするんだといったような

ことも話し合っておりまして、私の方からは、病休者等の早期の復帰の
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サポートこれも大事でしょうし、それから、そういった方を出さないよ

うな取り組みも当然大事だろうといったようなこと、お話ししてござい

ますし、あとは斡旋業者に当然お願いしてるわけですけども、話しがあ

るまで待ってたら駄目でないかと。行って、どんな方が申し込んで、額

を聞き出して、そしてそこさ当たる、それこそ自分達からアプローチす

る形の確保といったのにも取り組んでいただきたいなあというふうなこ

とをお話しいたしました。あと、可能か可能でないか、私の方からは外

国人の研修生制度についても活用も検討していったらということで、実

際理事会等でお話し合いもいただいたようですけども、やっぱり雇用期

間が限られている。かといって、別に割安でも当然ないと。それから、

いろんな世話等をするについて、職員等が付かなければならない、指導

等に。そういったことで、なかなか難しい面もあるといったようなこと

で、今ちょっと再検討というか、継続検討というふうなことになってお

るというふうな状況というふうに、承知もしておるところでございます。

いずれ、今後も連絡を密にして、取り組んでいきたいというふうに思っ

ております。 

それから、洋野町での施設増の件ありましたけれども、首長会議でも、

介護保険の計画の中では、どこの施設どこの自治体に何が出るといった

ようなことを説明を受けております。洋野町の件についても了承をさせ

ていただいております。議員さんおっしゃるように、全体的に増えてい

くところ等々の場合には大変いいことでもありますし、一方、広域であ

れば各市町村の保険料、皆の保険料にも関わって来ること、またお話し

のように介護スタッフの件も当然出てくるといったようなことの中で、

我々もいろんな見地からのお話しをしてございますけれども。きっと計

画は計画として、やれない可能性も当然出てくる。これからのことです

ので、そういった状況もありますけれども。いずれ何って言いますか、

適時に皆で判断をした中で、広域全体のサービス料、あるいはその諸々

の保険料等の状況等も踏まえつつ、いろんな意見も申し述べてまいりた

いというふうに思っておるところでございます。それから利用制限の話

し、具体的に文章のお話しもいただきましたけども、いずれスタッフの

ことで説明したように、間もなくというふうなことで伺ってますし、引

き続きその今が良いのでなく、先々にしっかり安定をしていなければな

らないので、そういったことのお話しもしたいと思いますし、同僚議員

の質問にもお答えしたように、最後これから 5 年先、何年になれば、今

私にだけそう聞こえるのかも分かりませんけども、うねとり荘には、久

慈からもどっからもその非常に環境もいいし、それから職員の接遇とい

うかそういったのもいいので入りたいといったような、村外の方も多い

ようですので。それがもし、村内だけであまり埋まらないというか、表

現はあれですけども、そうなった場合にも、しっかり稼働出来ていける

ような質の高いサービスが継続維持できる、その人材の確保にも今後努
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めていかなければなあといったようなことで思っております。以上でご

ざいます。 

1番金子議員。 

はい、ありがとうございます。 

やっぱりこれから人口減少が続いて、そして人口減少とともに高齢者

がどんどんと増えてくるといったような状況だと思っております。 

本当にこれから 10年先、本当に高齢者が増え続ける、増えてくる、ど

んどん増えるといったような状況の中で、やっぱり老人ホームだけに頼

るのではなくて、それ前にやっぱり健康であれば、いろんな病気もなく

健康であれば、こういった施設に入らなくてもいいわけですよ。人間誰

しもが家族と起居を共にしたいと、こういったことを考えれば、こうい

った施設、施設が無理なのであれば、こういったサロン活動の中にいろ

いろと村として、側面から応援をして、いろいろこの久慈広域の中にも

専門的知識を持った方はいると思うんですよ、やっぱりいろいろ村にも

いると思うんです。そういった方を年に 1 回でも 2 回でも、そういった

サロン活動の中に出してやって、いろいろとお話しをいただくといった

ことが、こういった健康維持につながる。そして将来的に見れば、村の

医療費の抑制にもつながってくるといったようなことになるんだろうと

思います。是非とも、こういった村の側面からの応援をして、今後益々

していただきたいなあと思います。現実的に今、いろいろな福祉課等々

で、何かそういった派遣のようなものを行っていると思うんですが、も

し行っているのであれば、そういったことが年にどれくらいこういった

サロン活動に行っているのかといったようなことが分かったら、お聞か

せをいただきたいなあと思います。 

それから、介護スタッフ不足ですが、やっぱり私聞いた範囲では、令

和 7 年 4 月 1 日開所予定と洋野町では、聞いているんですが、やっぱり

こういう施設を開所する時には首長さん方は当然参加するわけですが。

やっぱり、介護スタッフも合わせたいろいろな話し合いというようなこ

とを進めていただきたいわけです。というのは、久慈管内、久慈市本体

を除けば、大概の村で非常に介護スタッフ不足が続いているんだといっ

たようなお話しもあるわけでございます。そういった中で、どんどんこ

ういった施設が増えることによって、益々スタッフ不足が深刻になるの

ではないかといったような話しも出ております。そして、新しい所がで

きれば、例えば普代からも新しい所が待遇が良ければそっちの方に行く

と。いったようなその現象も出る可能性もないわけではないと思うんで

す。私はやっぱり、この介護報酬はそのままでも、いろいろな こうい

ったスタッフ不足が深刻な普代村等では、村独自にでもこういった何か、

通勤手当でも、ちょっとでも上乗せできないのかなあといったようなこ

とも考えるわけですが、そういったことは出来ないものかどうか。やっ

ぱり村長さん先ほど答弁をしていただきましたが、うねとり荘は非常に
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待遇がいいと、入所するに。そして余所からも来るんだと。そういった

ようなことを考えれば、スタッフ不足なんだと言っているような状況で

はないわけだと思うんです。スタッフは完全に万全の体制でいるんだと

いったようなところを見せるためにも、やっぱりそういった独自ができ

ないのかなあ、大きな金額ではないと思うんですが、村独自で例えば、

通勤手当等上乗せが出来ないのか、余所の施設よりも。といったような

ことも考えるわけですが、そういった部分どのように考えているか、お

聞かせをいただきたいなあと思います。 

柾屋村長。 

まず洋野町の件でございますけども、いずれ連合さんでも、それから

いろんな立場の専門職の方々も、洋野町の計画書、ニーズとかいろんな

こと等を踏まえた中での許容といったようなことだと思っております。

ちょっと 4 月開所というのはちょっと私は承知していなかったですけど

も、今度の新しい計画に載るということはちょっと承知しておりました

けども。そういったことのようでございますが、いずれ今後適切にスタ

ッフのことであれ、それから保険料への跳ね返り等々についても、適切

な要望等もしてまいりたいなあというふうなことでおります。 

あと、通勤手当等の処遇のことにつきましては、難しい面ありますけ

ど、やってやれない事もないですけども補助として出してと、いうふう

なこと、やれない事もありますけども、そういったことで他から引っ張

るというふうなことが、場合によっては必要なわけですけども、少し気

持ちが小さい人間なので、ほかと同じの条件の中で、いろんな働きやす

いとかそういった部分の方を強めてなんとかしていただくように頑張っ

ていければなあというふうな思いでおりました。 

1番金子議員。 

ありがとうございます。いずれ難しさはいろんな分野であろうと思い

ますけれども、やっぱりそういった今、非常に厳しい福祉会が、深刻な

状況にあるといったようなことを考えれば、やっぱりそういったところ

もいろいろと検討しながら、それが確実にやるというのでなくても、検

討はやっぱりしていくべきでないのかなあ。福祉会と一緒になったそう

いった話し合い検討というものが大事だと思うんですが、やっぱり、う

ねとり荘、本当にスタッフも揃ってうねとり荘に行きたいんだといった

ような部分にするためにも、是非ともそういった工夫をするだけでいい

と思いますので、何とかそういった部分も考えていただきたい。それか

ら、健老者を対象とした活動そのものも、やっぱり今後この各地域でサ

ロン活動をやってる、この活動が非常に私、凄いなあと思っております。

いろいろゲーム楽しむ、あるいは運動だけでなく、いろいろな場所も連

れて行って見せてあげていると。食事会等もしているといったような部

分で、すごく活発に活動を行っているなあというような部分で、何とか

これを全体的に、村がこういった活動をできるようなそういった体制に
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少しでもいけるように、村としても応援をしていただきたいと思います。

ありがとうございます。 

1番金子泰男議員の 2番目の質問を許します。 

1番金子泰男議員。 

1番金子でございます。 

消防団員の条例定数の見直しと団員確保策について、質問をさせてい

ただきます。 

今の地球環境は、いつ災害が起きても不思議ではない状況にあると思

っております。そういった中で消防団員は火災はもとより自然災害に備

え村民の安心、安全のために日々活動しているわけですが、消防団員の

確保が厳しい状況にあります。 

令和 6 年 4 月 1 日現在の現員数は 130 名と聞いておりますが、実際に

特別点検等で出動できる団員数は 100 名弱であります。普代村の条例定

数は 165 名となっており、今後条例定数の 165 名とすることは大変厳し

い状況にあると考えますが、条例定数見直しについて村としてどのよう

に考えておられるのかお伺いいたします。 

また、団員確保については各分団、団本部等で勧誘努力は行っている

わけですが、人口の減少とともに厳しい状況にあります。いざ火災を含

め災害が発生すれば、消防団員は出動しなければならないわけで、団員

数が大幅に減少すれば出動体制、作業従事に支障をきたすことも考えら

れるわけで、消防団維持、確保策は重要な課題であると考えますが、村

長の見解をお伺いいたします。 

柾屋村長。 

金子議員の消防団員の条例定数の見直しと団員確保についてのご質問

に、お答えをいたします。 

はじめに、村の消防団及びその構成員であります消防団員に置かれま

しては、他の本業を持ちながら、「自らの地域は自らで守る」の精神をも

とに、消防防災活動に精励いただいておりますことに対し、心からの敬

意と感謝を申し上げます。 

ご質問のありました、条例定数の見直しと団員確保策についてでござ

いますが、議員お話しのとおり、普代村消防団員の定員、給与、服務等

に関する条例第 2 条に、「団員の定数は 165 名とする。」と定められてい

るところであります。 

私の承知する範囲でも、長く見直しが行われていない状況でございま

す。 

一方、参考的なお話しともなりますけども、村の人口は、令和 6 年 4

月 1日現在で 2,338名となっております。平成 22年の 3,099人からです

と 15年間で 761人、25％も減少しているところでございます。 

本村のそういった人口推計も考慮しますと、団員の定数の見直しも避

けられない状況と認識もしておるところであります。 
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そういった中、今般、村ではかねてより消防団本部が検討を進めてお

りました機能別消防団員制度の導入に向け、普代村消防団機能別消防団

設置要綱（案）を作成をいたしまして、ご案内のとおり 8 月に開催され

ました消防団幹部会での協議をいただきまして、現在、最終調整を行っ

てもいるところでございます。 

要綱案では、機能別団員の定数を 18名と定めておりますが、要綱案を

策定する過程におきましても、消防団員の定数の見直しも含めた検討を

行ったところでございます。その中では、定数の見直しについては、今

後の機能別団員の確保状況も見た中で、改めて判断をしようというふう

なことでまとまったところであります。 

そして、議員お話しのとおり、特別点検等に出動をする団員数が 100

人弱で、実際の団員数 130 人と比べますと、だいぶ乖離をしているとい

うことから、団員の定数の適正化に向けまして、団員名簿の更なる精査

等を分署や各分団に要請することとも検討をしているところでございま

す。 

また、団員確保策についてでございますけれども、これもご案内のと

おり、令和 4 年 4 月 1 日に施行した普代村消防団員の定員、給与、服務

等に関する条例の一部改正で費用弁償の見直しを行っているほか、機能

別団員の制度化による団員確保、これからでございますけれども、これ

にも期待をしつつ、団とともに団員確保に取り組んでまいりますし、 

さらに、各種行事の在り方についても、団員の負担軽減の観点から必

要な見直しを行いつつ、団員確保に資すなど、持続可能な消防団活動の

推進に向けまして消防団本部、そして消防団員などと密接に検討も進め

た中で、その環境づくりに取り組んでまいりますことを申し上げまして、

答弁とさせていただきます。 

1番金子議員。 

ただ今、消防団員の条例定数、そして団員確保策について、ご答弁を

いただきました。今の地球環境、誰しもが分かるとおり、世界的に見て

も火災を含め、いつ自然災害が起きてもおかしくないようなそういった

地球環境にあると思っております。そういう状況にあると思っておりま

す。そういった中で、消防団員はどこの自治体ともそうだと思うんです。

村民の住民の安心、安全のために活動している状況、そして今後も活動

していかなければならない状況だと思っております。そういった中で、

この現在の現員数が 130 名となっているわけですが、この 130 名の中に

は、役場職員が 26名、実質消防団員が 104名といったようなことである

と聞いております。いざ、災害になれば有事になれば、この実質の 104

名からどれくらい出るのかなあといったような状況にもなります。そし

て条例定数が 165 名、この 165 名となったのは、調べていただきました

が、昭和 53年、人口が 4,100人の時代に 165名の条例定数が始まったと

いったように聞いております。今の現員数が 130名、役場職員を 26名入
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れて 130 名。やっぱり、国からのいろいろな交付金、条例定数を見直す

ことによって交付金等が変わらないのであれば、支障が、影響がないの

であるならば、やっぱり条例定数は今の現員数に見合った、今の人口に

見合った条例定数にするべきではないのかと思います。今、これは昭和

53年ですから、46年くらい前の条例定数といったようなことになります

が、再度ここの今言った国からの条例定数見直すことによって、交付金

等支障がないのであれば、ここの部分も含めて条例定数を見直すべきと

思いますが、ここの部分再度お聞かせをいただきたいと思います。 

それから、団員確保策についてもご答弁をいただきました。各分団、

そして本部等でも勧誘努力は行っております。しかしながら、これまた

人口の減少、そういったような部分で、確保が非常に難しい状況となっ

ております。しかしながら、いざ有事になれば、出動しなければならな

いわけで、やっぱりいざこれ以上人数が不足になると、100 人を 10、20

切って行けば、いろいろな有事に支障をきたす恐れが出てくるのではな

いかといったような考えを持つわけですが、現に黒崎の水産会社の加工

場火災の時に、水利と火点が非常に遠く離れていたったと、いった状況

の中で、2つの水利から水を持ってきたんですが、タンク車まで。2つの

水利に、1個分団ずつ、2個分団。そしてそこから中継をして 3個、4個

の分団が中継に入る。本当にギリギリの人数で、もっと、もう少し人数

がいればもっと早く消すこともできたのではないかといったような部分

もあります。もうすでに燃えている状況であったから、あのような状態

になったかもしれませんが、いずれ、交信をするにも、伝達をするにも、

ああいうところでは、自動車の無線機では交信ができないような状況。

そういった状況であったわけです。そういったことを考えれば、やっぱ

りこれから村長さん、10年先を考えれば、人口がどんどんと減ってくる。

人口が減るということは、消防団員もどんどんとまでは分からないわけ

ですが、減ってくるわけですよ。大幅に大きく減少すると考えておいた

方がいい。いったような部分であります。そういった部分で、答弁にあ

ったように、今、機能別消防団員をといったようなことで、村でも進め

ているわけですが、この機能別消防団員。署員であれば一旦退職した人、

消防団員であっても退職をした人、皆がその若いわけではないんです。

だから、例えば 18名入ることを望むわけですが、なかなか長年やっても

らえるような状況には至らないと思うんです。 

そういったことを考えれば、私はやっぱり、10年先を見据えれば、隣

の村どうし協力体制を作っておくことが必要ではないのかと思います。 

広域外の例えば、野田村さん、田野畑さん、火災があっても応援にお

互いに駆け付けられるような、そういった体制を作っておくことが消防

団にとっても、そして村民にとっても安心を与えるひとつの材料になる

のではないかと、このように考えるわけですが、こういった点どのよう

に考えをお持ちなのか、再度お聞かせをいただきたいと思います。 
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柾屋村長。 

まず条例定数の見直しによるいろんな影響ということでございますけ

れども、ちょっと収入については具体的に減になる項目、思い浮かばな

いんですけれども、何かあるというふうには思いますけれども、ちょっ

と明確には、後ほど調べておいてということにさせていただきたいと思

います。 

ただ、支出については、それこそ消防団の公務災害補償の掛金でござ

いますけども、毎年試算をすると、例えば、今年の試算ですと  165

の定数に対して、掛けられる負担金と、お話しがあった 130、あるいは

135に掛けられる負担金では、現在は 67万 4千円位の数字だったと思う

んですけれども、65万程度差があると、安くなるというふうなことでお

りました。このことは、過去に消防団側にも係を通じて打診をしており

ました。私のところから。必ずそれが浮いたからって、村のお金ではな

いですよ。むしろ消防団の活動費にして、そして消防団が入りやすい取

り組みをするのにそっくり使ってくださいというふうなことで過去に打

診もしたことがありますけども、やっぱり、当時というか、あまり少な

くなるのは、何て言いますかその消防団との格とか、そのいろんなその

こともあったのか、まだちょっと検討といったようなことで保留になっ

ておりましたけども、最近また今、議員さんのお話し等も踏まえた中で

は、確かに減る分もあると思いますけども、支出の部分もある中で、人

口の減少に対応した中での定数の見直しといったようなことも必要だと

いうことで、先ほどもお話ししたように議論もしておりますし、今後も

その機能別消防団の確保数等々も含めながら、しっかりとそこの検討は

させていただきたいというふうに思っております。 

それから、隣接の市町村との共同、協業化の件でございますけれども、

実は広域消防の救急車につきましても、無線が全県ひとつというか、10

消防団本部ですか、2 つくらい残りますか。統一化された中では、例え

ばおらほうの救急車が、例えば野田のたまたま下安家辺りに野田の救急

車が来ていた際の状況等が把握できれば、堀内はそこから野田の方から

来たものに、というふうなことで取り組むことになってございまして、

田野畑につきましても、もう萩牛辺りは当然、沼袋辺りは第一に普代村

の救急車が出るというふうな指令になることに計画もされておるところ

でございます。岩泉辺りのように、広くなるとどういうふうになるのか、

ちょっとそこらの工夫は必要なんですけれども、いずれそういったこと

になっているという、救急車の配車というか、運行の状況もそういうふ

うなことになってございます。 

それと一緒に、同じような考えで非常勤の特別職について、当てはめ

れるかどうかは、またこれは別な問題もいろいろありますけれども、い

ずれそういった方向に広域消防も動いていく中では、やっぱり検討をせ

ざるを得ないのではないかなあというふうなことで思っておりますの
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で、まだ検討するともはっきり言えませんけれども、情報等を収集した

りしてまいりたいというふうなことで思っておりますので、ご理解をい

ただきたいと思います。 

1番金子議員。 

ありがとうございます。いずれこの消防団の確保という部分は本当に

これから厳しい。どんどん厳しいといったような状況が当てはまるのか

なあといったような部分で、増やすことは到底本当に厳しいんだと思う

んです。減ってくるといったような部分で、10年先を見れば、やっぱり

今 70代も結構いますし、当然減ってくる。新しく入る人はいない。本当

に休む人が多いといったような状況の中ですので、是非ともここの部分

は、村同士の共有、協力、災害協定といったようなところまでいけばい

いわけですが、そういった取り組み方も今後検討課題として考えていっ

ていただきたいなあと思います。 

それから、条例定数は何回も言いますが、国からの交付金等に支障が

ないものであれば、やっぱり変えた方がいいのではないかといったよう

な部分。いくら現員数が 130名であっても、役場職員が 26名も入ってる。

いざ有事となれば、役場職員は職員なりの仕事があるわけ、そう思いま

す。そういった部分を考えれば、実質の消防団員は、今現在 100 名とい

ってもいいくらいなんですから、本当にそこを考えながら、今後の取り

組み方を検討していただきたいなあと思います。 

ありがとうございます。終わります。 

以上で、1番金子泰男議員の一般質問を終わります。 

ここで、30分まで休憩といたします。          （14：17） 

休憩前に戻り、会議を再開いたします。         （14：30） 

 次に、5番中上一登議員の一般質問を許します。 

5番中上一登議員。 

5番中上一登です。 

私からは、村長と教育長に質問させていただきます。 

まず 1点目、村民支援の充実について村長にお伺いいたします。 

空き家バンク登録制度ができてから久しく経ちますが、現在 2 件の登

録という実績です。新たな企業に足する制度も商工会を通じて各種ある

わけですが、使い勝手の良いものはあまり見受けられないように思って

おります。 

前回も似たような質問をしておりますけれども、村独自の村の中小事

業者や起業者が使いやすいものが創設できないか、次の 2 点についてお

伺いいたします。 

1 つ目として、空き家バンク登録の費用補助としてもっと上乗せし、

補助の充実は出来ないかお伺いします。 

1 つ目に、事業者や起業をする人に村独自で支援を充実していけない

ものか、お伺いいたします。以上です。よろしくお願いします。 
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柾屋村長。 

中上一登議員の空き家登録や起業への支援充実を、との質問にお答え

をいたします。 

最初に空き家バンクの登録などの件でございますが、空き家の管理に

つきましては申すまでもなく、最終的には所有者の責任において行わな

ければならないことを踏まえつつ、その活用が図られていくよう、適切

な後押しとなる対策を、より前進させていけるよう取り進めてまいりた

いというふうに考えてございます。 

内容としては、2 年くらいかかりますか、空き家の数や活用できる状

態かなどの基礎調査を改めて進めながら、所有者の活用への意向が確認

できた空き家については、積極的に登録促進事業補助金の活用を奨励し

つつ、村も活用に向けた諸調整などにお手伝いをしていければと考えて

ございますし、現行の補助制度では清掃や後片付けなどの環境整備に上

限額 10 万円、修繕や模様替えなどの改修に 40 万円としているものを新

年度からは増額対応するよう、検討させていただいてございます。 

次に、新たな企業に対する補助制度でございますが、商工会さんを通

じての各種制度の使い勝手の件につきましては、村でもその状況など、

よくお聞きをしながら、必要な要請など行うよう取り組んでまいります。 

また、村の起業補助金は、令和 4 年の 4 月から議会さんの了承のもと

に、個人の起業には最大 50万円、法人には 100万円を補助する制度を創

設をし、予算措置もしてきておるところでございますが、残念ながら、

実績のないところでございます。 

この制度につきましても、現行では新規の個人や法人のみを対象と、

新規の法人のみを対象としておりますが、これを既存の事業者や法人な

どが行う、新規の事業の創出、新規分野への参入も対象に加えるととも

に、その補助額を見直し、いわゆる増額について、新年度に向けて、検

討したいというふうな考え方でおります。そういった取り組みを進めな

がら、議員お話しのように村での起業などを積極的に支援をしてまいり

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

5番中上議員。 

ありがとうございます。新年度から補助の拡充、これは空き家バンク

ですね。するということでした。非常にどれくらいか、ちょっと伺いた

いところですけれども、空き家バンクについては 7 月に群馬県に議会研

修で南牧村に行って、いろいろと情報得てきたわけですけれども、群馬

県のこの南牧村では 10年足らずで 19戸整備して、16戸が入居済という

ような、非常に空き家バンクの制度が効率よく進められていたというこ

とがありました。あとでこの条件等、南牧村見てみたんですけれども、

改修事業、普代村では 40万ですけども、これが 1戸あたり 400万という

条件でやっておりましたので、ここらへんがかなり違うのかなというふ

うに思っておりますし、あと、1 戸改修して、入居者が入りたくなるよ
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うな状況になるのは、やはり今どきは浄化槽は必要であろうと。それに

プラス内装等を変えれば 100万ではおそらく足りない。今の 40万ではど

う考えても持ち出しが多すぎて負担が大きく、どうしても躊躇してしま

うのかなというふうにも感じております。できればこの南牧村のように、

400 万上限、補助 2 分の 1 ですけども、これくらいまで持ていって貰い

たいもんだなと。あと環境整備の上限 10万ですけれども、結構ものがあ

ると 10 万、これも 2 分の 1 の補助ですので、10 万ではちょっと寂しい

かなという感じがしますので、今度新年度から補助を拡充するという金

額がどれくらいに予定されているのか、そこらへんもお聞きしたいと思

います。 

それと移住とか定住で、そこの空き家に例えば入る、そういった方々

には、森林環境譲与税も適用してもいいのではないかと、そういう、そ

の譲与税から優遇するとか、あるいはその入居する側、あと空き家側に

もそっちから何とか融通して、特に森林環境に携わる人には優遇されま

すよとか、こういった点も考えてもいいのではないかなというふうに思

うんですけども。この 3点まずお伺いします。 

柾屋村長。 

お答えをさせていただきます。まず、見直し予定の額でございますけ

ども、まだしっかりは詰めていない状況ですけども、おおよその感覚と

してということで、私が勝手に担当室長にお話ししているのは、ある程

度、倍以上のことといったようなことで、お話しはしておりますけども、

後片付けの分は、2倍、3倍といってもせいぜい 2、30万が、かかっても

いいところかなあと思います。あとあの、改装とかといった事になれば、

当然その中身にもよってもいろいろ額違ってくるわけですけども、うち

の場合ですと浄化槽の部分については貸すことが確定をしていれば、そ

の入る人でも所有者でも、それこそ他にもまねできないほどの助成を出

しておりますので、対象にできますので、そういったことで取り組んで

いきたいというふうに思っております。いずれ、今の物価高等を踏まえ

れば、改装といっても賃金も上がってるし、材料も上がっているしとい

った中で、一方で個人が改装して貸すことによって、得るものといった

ようなこともありますので、そこらをうまく検討をさせていただいて、

総合の改正をしてまいりたいなあというふうに思っておりますので。 

また、予算の際にでもご相談をかけさせていただくというふうなこと

で、ご理解をいただきたいというふうに思います。 

あと、森林譲与税の活用の件でございますけれども、一応私どもとす

れば、基本的には間伐、下刈り、植林といった森林整備事業を基本にし

つつ、使っていきたいというふうな思いでもおりますし、なおそれを基

本としながら、木材を利用するもの、あるいは森林での交流等を進める

こと、あるいは森林林業への理解を深めていただくといったようなこと

にも広く活用できればなあというふうなことで、考えてはおりますけれ
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ども。 

ひとつ各市町村によって、譲与額が違うと。各市町村によって、民有

林の人口林の面積、あるいは人口によって配分されるので、その市町村

によって大分、額が違ってきますので。うちのように小規模というか、

少ない額の市町村いついては、私の考えとして、まずは全体的な森林整

備事業の需要額を把握するために、全地区の調査、それから意向調査を

して、それが終わってから、いろんな事業がどの程度かかって、他の事

業にどの程度配分できるのかといったのを見極めると。見極めた中で、

さっき言ったように、もし可能であればいろんな事業にも使っていきま

しょうというふうなことで、来年までかかって、その調査をすることに

なって。およその額もつかめてくるのではないかなあと思っておりまし

て。それからそのメニュー作り、本格的にしたいなあというふうにも思

っております。それで、そういったことで思ってはいますけども、移住

定住の部分も、これもまた重要な取り組みということになりますけども、

その間は一般財源でいろんな状況を見ながら、制度づくりもしながら取

り組んでいかなければならないのかなあと、そういった中であとでもし

余裕というか、そういったことでの森林環境税が余裕が出た場合には、

特にも森林の活用とか、あるいは林業者との交流、関係人口の増の場合

に使われる分であれば、活用できるかなあというふうな思いではおりま

すので、もう少し、メニュー作りまでお待ちをいただければというふう

に思います。 

5番中上議員。 

はい、そうですね、森林環境調査が終わらないと確かにいくらかかる

のか。ただ森林環境譲与税は確か今年から、また千円ずつ住民税に上乗

せしていただく。去年、前年度 900 万くらい基金に増えて、確か今 2 千

万以上になってるかと思うんですけれども、そうするともっと今までこ

の森林税が住民から奪い取って来ないときよりは、もっと増えるんじゃ

ないかなあというのもありまして、来年あたりは 3 千万、4 千万すぐい

くんじゃないか、3 千万はいくんでしょうけども、5、6 千万いけばあと

は余れば、このこういった住宅関係にも使えるんじゃないかなと、いう

のもありましてちょっと聞いた部分もありますし。全国でも森林に携わ

る人が借りる場合は、環境譲与税を使えますよというふうに公表してる

ところもいくつもないですけど、ありますので、もし環境譲与税が潤沢

にあるようであれば、是非そっちの方にも活用した方がいいのかなとい

うふうに思いますので、常にこう片隅の方に置いといて、移住定住にも

役立てていただきたいというふうに思います。今回の 3 棟新しいのがで

きて、あれは地域おこし協力隊用ですけれども、やはり村に住みたくて

も、借りようとしてもうまく合うのがなくて、結局遠くの方から通って

るっていう人も確かにいますので、やっぱり空き家バンクをもう少し増

やしていく方策でやっていただきたいと思いますし、今検討していると
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いうことで、明らかに少なくとも来年からは確実に増えていくんだろう

なということを期待しておりますので、よろしくお願いします。 

あとは事業者に関してですけれども、その新規から既存の企業に個人

50万、法人 100万つうのは、これちょっと内容あまり活用されてないと

いうことで、条件がどういった条件なのか、ちょっと把握しておりませ

んでした。この条件等分かればお願いしたいと思いますし、あとは普代

村で、こういった独自でやっているのが、商品開発改良事業 30万円、10

分の 10の補助というようなのもやっております。これが、あとは商工会

を通じては小規模事業者持続化補助金とか、ＩＴ補助金とか、ものづく

り補助金などありますけれども、この最初に言いました、村独自の商品

開発改良事業の利用状況はどれくらいなのか、お聞きします。それと、

創業支援等補助金というのがあるんですけども、近隣市町村では野田と

普代だけ、これを認定する作業をやっていないということであります。

ところが聞いてみたら、非常にあまりほとんど使い勝手が悪くて、条件

が非常にハードルが高くて、あまり近隣市町村でもそんなに活用されて

いないようだという情報は、担当者から聞いておりますけれども、それ

がどういった性質のものなかですね、これを普代商工会の方で昨年、創

業支援等補助金と合わせて、事業継承支援も合わせて要望しているとい

うふうに聞いておりますけども、その経過はどのようになるのか、そこ

も合わせて 2点をお伺いします。 

柾屋村長。 

まず、それこそ村の方の起業支援の関係でございますけども、今まで

は、全く事業をやってない人が事業を始めるといったのと、それから新

しく会社を創ってやるといったのに、個人の場合には 50万円、そして会

社の場合には 100 万円を助成ということで取り組んでおりましたが、実

績のないところでございまして。なかなか、それが出てくるまで時間が

かかるのかなあ。むしろ、既存の事業をやってる方が別分野に広げる、

あるいは会社をやっている方が、この業務をやりながら別な分野にも参

入したい。といったようなことにも補助する仕組みの方が、より効果が

上がるんでないかなあというふうな思いでこれを新年度改正でやるよと

いうことで、指示もしておるところでございます。これについても当然、

額の見直し、これも進めていきたいなあというふうなことで思っており

ます。 

条件は室長の方から、ちょっと詳しく私分かりませんので、今説明を

させます。それから、商品開発につきましても、村で予算措置をして、

商工会の方で取り組むということで、実績等は室長の方から説明をさせ

ていただきます。あと、国の創業支援の補助のやらなかった経緯でござ

いますけれども、商工会さんと前に相談をした中で、ちょっと議員さん

もおっしゃるとおり大掛かりで使い勝手も悪いし、なんだかあまり進ま

ないといったようなご意見もいただいて、それでは村では、まずその事



 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

宮田商工観

光振興室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業にあるその保証料の助成、それから利子補給と、こういったことを、

国の方のメニューにない運転資金まで含めて、それを対象にしようとい

うことで取り組んだところでございます。これから国の方にあって、う

ちにない部分のいろんな新しい分野への取り組み等の投資については、

先ほど言ったようなことで、何とかしたい。それからそのちょっと前に

は、新しく始める場合に補助を出す仕組みを作って、国の方よりも額は

少ないかもしれないけども、使い勝手が良くてというふうなことの取り

組みをした方が良いというので、商工会さんとも相談をした中で取り組

んできた経緯にございますので、詳しくはまた、その内容については室

長から説明させますので。よろしくお願いします。 

宮田商工観光振興室長。 

では、ご質問にお答えいたします。まず起業支援。起業に係る支援の

内容なんですけれども、村の方は商工業分野で起業しようとするもので、

個人まず法人に対して、先ほどの村長からお話しがあった、個人は 50万、

企業の方ですと 100万円補助をいたします。申請をしていただきまして、

計画書を出していただきまして、まずそれが認定されますと、あとその

補助対象、物品ですけれども、設備の購入費、借用に係るリース料等、

あと委託費、あとはその他、村長が認めるものが経費の対象となってお

ります。 

次に、昨年度の商品開発の件数なんですけれども、昨年度は個人、事

業所も合わせて 4 件の商品開発をしておりまして、主に自分たちが商品

開発をしたパッケージ、それぞれパッケージとかそのケースとか、入れ

物ですね、そういったものを開発している状況でございます。 

次に、国の創業支援事業。制度なんですけれども、まずこちらの制度

といたしましては、まずそもそも村が計画を国へ提出いたしまして、村

が認定される必要がございます。その認定を受ける際に、これが村と支

援事業者というものが必要となりまして、近隣の市町村ですと、商工会

さんとかを支援事業者としまして、こちらの事業認定を行っております。

支援を受ける側のメリットといたしましては、まず商工会からのスキル

研修や専門家による支援等受けられるほか、創業支援に係る補助金、あ

と信用保証を受けられる。ということで無担保での保証者なしでの保証

の実施というものが、この認定を受けることで実施されます。こちら、

先ほど村長の方からもお話しがあったんですけども、使い勝手がまずあ

まりよろしくないといいますか、まずこの事業をやる事で、国の認定を

まず通るのが非常に難しいと。実際、近年ですと 300 ちょいの件数の申

請が実際ありまして、実際そのうち認定を受けたのが 100 件くらい、だ

いたい 3 分の 1 の事業が認定になっているんですけども、さらにこのあ

とに、その事業をやったあと今度 5 年間の報告義務というのもございま

して、事務的にもかなりの事務量が必要となっております。村の方でこ

れに代わる事業として、先ほどからお話しが出ている起業補助金。国で
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すと創業補助金というものもあるんですけれども、それに代わるもの村

としては実施しております。あと保証の方も村では同じ額で、こちらの

保証の方も行っておりますので、村単独での対応が可能だということで、

こちらの事業の方は今の所申請していないという状況でございます。以

上でございます。 

5番中上議員。 

ありがとうございます。事業者支援に対していろいろと拡充があるよ

うな感じなんで、非常に安心した次第です。来年度に向けては、是非と

も個人法人のこの支援ですね、これを拡充していただきたいし、できれ

ば早めにやっていただければなあということを感じております。また、

創業支援等の補助金に対しては、大体わかりました。納得いたしました

んで。 

それとですね、あとはまず 1 番の既存事業者への支援ですね。これ、

何よりも村民が一番潤うことだと思うんですよね。それが還元されて広

く効果のある事業者支援になるんだろうなあというふうに思っておりま

す。そういった意味ではやはり、この物価高対策の商品券給付やプレミ

アム付き商品券、これ非常に効果が認められておりますし、事業者の意

見も商品券は助かるなあというような意見もありました。これらをもっ

とこう拡充していけないものなのかなと。これは事業者に限らず村民全

体に関わることなんで、是非これをもっと金額を増やすとか、回数を増

やすとかやっていっていただきたいんですけども。 

まずこれで、ちなみにですね、プレミアム商品券、令和 3 年度は事業

費約 700 万円で、村に出回った金額がおよそ 2,700 万円。令和 4 年度は

村の補助 600 万で、出回った金額が 2,600 万円です。令和 5 年度は 300

万の事業費。ガクッと減ってます。出回った金額が 1,800 万と、年々縮

小されているわけですけども、恐らく間違いなければ。これ令和 7 年度

までの 5 カ年計画というふうに聞いておりましたけれども、景気が上向

かない状況で年々縮小されているというのは、どういったような理由が

あるのかということですね、まだ拡充できる余地があるのかですね。な

んで、年々縮小、国からとかの補助が減ってるせいなのかどうか分かり

ませんけども、そこらへんの理由と、2点お願いします。 

柾屋村長。 

はい、プレミアム商品券の件でございますけども、実績的には議員さ

んお話しのとおりというふうに、私も承知しております。基本ベースが

その 300 万円でございまして、そしてコロナ禍とか、いろんな取り組み

の対応の中で、この 700 万とか、600 万とかといったのが出てきたとこ

ろでございます。それで、当初の予算の最後に状況が変わる経済状況、

あるいは物価高の状況によっては、相応の対応をするといったようなお

話しもしておりましたので、今いろんな面での方向からも検討をしてお

りますけども、行政報告でもお話しした、いろんなその物価高等々の部
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分で、かなりの部分が寄付もされておるといったような中で、ここらの

状況を少し見極めていきたいなあというふうなことで思っております。

今のところ、基本ベースが 300 万円で、それを議員さん方と相談をした

中で、状況を見ながら 400 万にするのか、あるいは 300 万でそのままい

くのか、ちょっと状況が年末に向けてちょっと好ましくない状況だとい

ったようなことで意見、対応がまとまれば、またそれなりにというふう

なことで考えさせていただいております。 

もうちょっと様子を見させていただければ、遅いと言われるかもしれ

ませんけど、まずいずれ検討をして、しかるべきその全協ででもその状

況等を確認をやって、ご相談もしてまいれればなあというふうに思って

おります。どうも物価高の部分、表現は悪いですけども、繰越事業も含

めてある程度その厳しいこの均等割のみとか、あるいはその非課税とか

いった部分への対応がされて、それはそれでいいわけですけども、一般

の方々の部分のこれが少し遅れてるというか、ちょっと手薄だなあとい

ったような思いもする中にもありますので、またこれをこうよく検討し

て、全体的な部分で再検討も必要かなあ、あるいは他の市町村の状況も、

更に申せば大変申し訳ないんですけども、いろんな総裁なり、いろんな

党首なり、いろんな交代がある中で、いろんな経済対策等々での、いろ

んなこともあるかもしれないといったようなことも勝手に考えさせてい

ただいて、ちょっと様子を見てて相談を掛けたいというふうなことで思

ってますので、よろしくお願いします。 

5番中上議員。 

ありがとうございます。様子を見てということですけども、今この物

価高だけじゃなくてですね、高齢者の医療費負担増もあります。介護保

険料の引き上げもありました。インボイス制度も導入されて、子ども支

援金として公的保険料から上乗せして取ると、そして森林環境税も出て

きたと。もう次から次と税という名前が付いてないだけで、見えないと

ころで負担が非常に増えているんです。まだまだこれから給与所得者の

控除の廃止、公務員から先にやるという話しもあります。そういった負

担が、非常に増えてきてるわけですね。そういう中で、やはり何も減ら

す要素は何もない。今村長は、これから総裁も代わって、経済対策も変

わってくればというのがありますけども、基本には与党の政策は骨太方

針にもう、ひとつ書かれているんで、プライマリーバランス黒字化って

いうのがあるんです。これがある限りは絶対お金は出さない。出せない。

一定枠を超えればもう出さない。出すとすれば、こういったストレス増

税をやる。見えないところで増税していくというやり方はもう定番にな

ってますので、今余程、野党になってもこれは分からない。骨太方針変

えなきゃダメですから。そういうことを考えれば、この先良くなる状況

はまずないと思うんですよね、だから出来れば様子を見ているうちに、

バタバタと倒れていく村民がいないような、対策でやっていただければ、
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さっきも村長さん言いましたように、低所得者だけじゃないんですよ、

中所得者も意外と結構大変な思いもしている状況があると思うんです

よ。だから、そこらへんを何とか助けていってあげればなあというのが

思いがあります。ですね、このプレミアム商品券の他に、物価高対策の

この地域商品券ですか、これが成果の説明では、事業費約 4,900 万円に

なってます。これと、プレミアム合わせて、出来れば地域商品券を 9 千

万くらい、給付ですね。でプレミアム商品券事業費を 1 千万くらいにし

て、合計 1 億円位の普代村の経済対策を取っていただければ、最高に普

代村の経済が潤う。で、税収が増えるという、好循環になればなあとい

うふうに思ってるんですけども、前回も言いました、基金から取り崩し

ちゃっていいんじゃないかということで、基金っていうのはいざという

時ですけど、これはどこがいざという時なのかちょっと分かんないんで

すけども、普代村役場がいざという時のための基金なのか、村民がいざ

という時のための基金なのか、それはどういうふうに判断されるか分か

りませんけれども、今村民にとってはいざという、国がやんないんだっ

たら、せめてこの小さい普代村だけでもやっていただきたいなあという

ふうに思いますけども、いかがでしょうか。お考えをお伺いします。 

柾屋村長。 

ご意見しっかり真摯にお聞きしましたので、これをどうこうというの

は今あれですけども、いずれしっかりお聞きした中で、やれるのを改め

てまた全協等で皆さんと相談をしながら、取り組んでいければなあとい

うふうなことで承知させていただきます。 

5番中上議員。 

この事業者、支援事業等合わせて、このプレミアム商品券等も少しで

もいいですんで、今言った金額でなくても、何とか増やして、村民に安

心感を与えていただきたいなあと思いますので、よろしくお願いします。

この件に関する質問はこれで終わらせていただきます。 

 中上議員の次の質問を許します。 

5番中上議員。 

2つ目の質問をさせていただきます。 

教育長に、義務教育学校に向けた教育ビジョン策定の考えということ

で、お伺いいたします。 

令和 9 年に開校準備が進む義務教育学校についての教育ビジョンにつ

いて、お伺いいたします。 

現在の教育ビジョンは、平成 20 年 10 月に当時の熊坂教育長が中心に

なり、2 年の歳月をかけてワークショップ等の村民も巻き込んだ形で作

成されたものです。すでに 16年が経ち、目指す学校体制も変更となり義

務教育学校に変わっております。 

7 月の議会研修では、群馬県の南牧村の義務教育学校、なんもく学園

を見学してまいりました。今年 4 月に開校したばかりのまだ木の匂いが
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するような学校でありました。それらは、1 つひとつが子どもたちへの

想いや願いが具現化されているようで、子どもの動線に配慮した工夫さ

れた構造に新鮮さを感じてまいりました。普代村でも今新たな学校、新

たな義務教育が始まろうとしております。開校予定はまだ 2 年半以上あ

りますが、新しい教育ビジョンの策定について、教育長の考えをお伺い

いたします。以上です。 

三船教育長。 

議長のお許しをいただきましたので、5 番中上一登議員の義務教育学

校に向けた新しい教育ビジョンの策定の考え方についてのご質問に、お

答えをさせていただきます。 

質問にお答えする前に、ご承知とは思いますけども、始めに、教育ビ

ジョンが策定されましたこれまでの経緯について、簡単に申し上げたい

と思います。 

普代村の教育ビジョンは、議員お話しのように、平成 20年の 10月に、

学校運営協議会を活用した、開かれた学校を中心とする地域活性化プラ

ン、普代型スクール・コミュニティの実現を目指し、策定されたもので

ございます。教育委員会では、教育ビジョンの具現化のため、平成 22年

度、全教職員で組織する小中一貫教育研究会を組織し、平成 24年度から

は、小中一貫校開校を視野に小中合同授業研修、教育課程の研究、そし

て小中一貫教育を導入し、現在まで継続してその研究を進めております。 

そうした中、平成 28年、学校教育法の一部改正が行われまして、新た

な義務教育の形として義務教育学校が新設されたことはご存じのとおり

と思います。義務教育学校の中身、内容等を検討し、結果教育ビジョン

の中でのハード面で進めてきた小中一貫校より、義務教育学校が本村に

は適しているとの判断から、長い時間をかけ協議を重ね、ご意見等を賜

り、紆余曲折はございましたが、最終的に義務教育学校への理解をいた

だきましたことにつきましては、ご承知のとおりでございます。 

9 年間の学びの系統性を踏まえた教育課程の編成や、更には文科省の

提唱するＧＩＧＡスクール構想によるＩＣＴを活用した学校教育におい

てのデジタル化に対応した教育環境の整備、指導方法の工夫改善、そし

て一貫校建設から義務教育学校建設への転換等々、ここ数年で教育ビジ

ョンの内容が当初から大きく変化してまいりました。そうしたことを受

けまして、教育委員会としましても、新しい教育ビジョンの策定の必要

性を強く認識し、現在、その準備を進めているところでございます。 

こうした経過を踏まえ、新しい教育ビジョン策定についての考え方に

ついてお答えいたします。 

新しい教育ビジョンの策定は、未来の教育環境をより良くするために

重要なことであり、また、教育ビジョンの目指す普代型スクール･コミュ

ニティ構想を堅持しながら進めていくこと、大前提であります。 

新しく開校する義務教育学校は、村内唯一の学校として、令和 9 年度
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開校以降も、何十年と続いていくものでございます。教育ビジョンの策

定から 16年が経過し、時代の流れとともに教育に求められる子どもたち

の実態、これからの時代を生き抜いていく子どもたちに身に付けさせな

ければならない資質・能力、そして一貫校から義務教育学校へとその内

容が大きく変化してまいりました。 

一方で、本村学校教育の目指す児童・生徒像を明確にした学校経営グ

ランドデザインにも掲げる、村の発展を担う人づくりという、普遍の部

分もございます。 

そのことしっかり認識しながら、これから約 2 年半をかけまして、現

状の的確な把握から始め、最終的には教職員や保護者、地域社会が一体

となって、子どもたちの未来を支えるためのビジョン策定をしてまいり

たいというふうに考えております。 

ビジョンの策定にあたっては、すでに小中一貫研究会で、子どもたち

の実態と今後身に付けさせたい資質・能力について着手しております。

今後は、教育現場からの提案を義務教育学校開校準備委員会等を通し、

保護者や地域に発信し、ご意見をいただいたうえで、新しい教育ビジョ

ンを決定していきたいというふうに考えております。 

策定の目途としましては、令和 7年度末を目指しております。 

また、教育ビジョンは、村の総合発展計画に大きく関わることでもあ

りますので、次期改定に反映できる形で進めてまいりますことお話し申

し上げまして、答弁とさせていただきます。 

5番中上議員。  

大変ありがとうございます。教育ビジョンも策定をするということに

なっているということで、これで質問を終わらせていただきますってい

うわけにはいきませんので、やっぱり改定するんだなあというふうに思

います。ただ、あのですね、義務教育学校への理解を示していただいて

ってありますけども、私だけの話しかもしれませんけども、今だに小中

一貫教育と義務教育学校についての違いがまだ全然分からないっていう

か、いろんなこの検索していろんなサイトを見ても、同じような文言が

あって全然パッとこう具体的に理解できないし、何となくは分かります

けども、具体的に理解できない。だから、理解したふりをして義務教育

学校へ進んだような部分もあるんだろうと思うんですけども、そういっ

たところをこれからビジョンを策定するとなると、そういった部分も多

分、解消されていくんだろうなあということを期待しております。今度

教育ビジョンの部分の、改訂前と改訂後の部分で、確か 5ページの（2）

のハード面というとこがあったんですけども、そこが改訂前は文章方式

で、なんか想像できるように書いてあるんですけども、改訂後が表形式

で箇条書きで書いてあるんですね。南牧村の施設を見てきたものとして

は、5ページですね、5ページの（2）、見てきたものとしては、やはりそ

こらへんに夢を持てるような、ちょと文章形式で詳しく思い入れを入れ
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ていただければなあというふうに思った次第です。そこらへんもビジョ

ン策定に関してはやっていくんだろうなあというふうに思いますので、

そこらへんもよろしくお願いしたいと思います。重々に考えているんで

しょうけども。あまりこれ以上聞くことないんですけども、やるってい

う方向ですので。教育ビジョンに係る、あるなんか資料読んでましたら、

教育指導要領が改訂した頃っていうのは、いつか何年前か分かんないん

ですけど、その頃から目立つのが学力、学力、学力、学力向上、それが

目立ってきているような書き込みも資料の文章もあったんですね。普代

村の教育の中にも学力はうたわれています。これは学校ですので学力当

然なんですけども、いろんな意味で、今兵庫県知事が出ております、東

大も出て頭のいい方ですけども、やはり学力だけあってもやっぱりその

なんですか、道義的責任を理解できないようであれば、まずいなあとい

うふうに思いますので、そういったなんっていうかなあ、人に対する気

持ちの部分も、もちろんうたうんでしょうけども、そういったところに

も力を入れていただくような、そういった教育ビジョンになっていけば

なあというふうに思います。教育長の最後のその思いをお聞かせいただ

いて、終わります。 

質問がなければ終わります。 

三船教育長。 

お答えします。簡単に申し上げると、小中一貫校と義務教育学校の決

定的な違いというのは、小中一貫校というのは、簡単にしゃべったら小

学校と中学校があってそこを廊下でつなぐ。そして小学校は小学校の先

生、中学校は中学校の先生がいます。そして授業を展開していくのが小

中一貫校。義務教育学校というのは、1 つの校舎に、教職員は 1 年生か

ら 9 年生までを見る、ひとつの教育集団になります。そして 9 年間を一

貫したカリキュラムで子どもたちを育てていく。 

一緒なんだけども、別個という考え方をすれば小中一貫校。義務教育

学校というのは、1つの箱の中に、同じ教育集団がいて、1年生から 9年

生までを系統的に育てていくというふうに考えていただければ、いちば

ん理解しやすいかなあというふうに思います。 

そして、学校教育、当然学力向上、最大の目標でありますけども、学

校教育の目標となる要素としましては、知識や技術、それから思考力・

判断力・表現力、それから主体的に学習に取り組む態度というこの 3 要

素というのがございますが、学力向上を目指しながら、こうしたものを

培っていくと。そこには今議員がおっしゃったような、道徳的な事も含

めて、子どもたちを総体的に育てていくというのが、学習指導要領にも

掲げられておりますし、学校教育目標の最大の 3 要素というのがそこに

ございますので、学力向上をしながら、子どもたちをそういうふうな考

える力を育てたり、生きていく力を育てたりとか。今先ほど申し上げま

したように、ＩＣＴ教育が出たことによって、これからのソサエティー
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5.0を生き抜く子どもたちも育てていかなければならないと。 

結局子どもたちが社会に出た時に迷わないで進めるための基礎を 9 年

間を通して培っていきたいということで、この学習指導要領も 10年ごと

に改訂していくというふうなことで考えていただければいいと思いま

す。 

それからハード面のところに、実は平成 6年の 3月の 29日に 1回見直

しをかけて一部改訂をしたのが、この表なんですけども、これが今度、

議員おっしゃるとおり、もっともっと詰めていくと具体的になってくる

と思いますし、子どもたちに夢を与えるような教育ビジョンになるよう

に進めていければというふうに思いますし、貴重なご意見だったと思い

ます。ありがとうございます。 

5番中上議員。 

ありがとうございます。大変よく分かったような感じがいたします。

普代村は、つちのこ保育園とか認定こども園というような多様な考え方

で教育できるというメリットもありますし、今度新しく学校が建つとい

うそういったこと全部合わせて、その移住や定住にもつなげていけるア

ピールにもなるかと思いますので、そこらへんにも意識しながら進めて

いっていただければなあというふうに思います。以上で、質問を終わら

せていただきます。ありがとうございます。 

以上で、5番中上一登議員の一般質問を終わります。 

ここで、3時 30分まで休憩といたします。       （15：22） 

休憩前に戻り、会議を再開いたします。         （15：30） 

日程第 6、議案第 4 号「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例について」を議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

高井総務課長。 

それでは議案第 4号について、ご説明いたします。 

（以下、高井総務課長説明、記載省略） 

提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を許します。 

ございませんか。 

1番金子議員。 

1番金子でございます。 

確認の意味で質問をさせていただきます。機能別消防団員と機能別団

員、これはあくまでも消防団員とは全く違うといのは誰しもが理解はし

ているわけですが、例えば、この有事の際、災害現場に行ったときなど、

あくまでも消防団員の協力、後方支援というような設置要綱があるわけ

ですが、最前線といったような場所には、やっぱり行かれないといった

ような部分で考えておいた方がいいのかどうか。あくまでも機能別消防

団員で、消防団員の足しにするんだといったような考え方では私はない
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議  長 
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議  長 

金子議員 

と思うんですが、後方支援、協力体制というのはどういうその後方支援、

協力体制なのか。具体的に担当課として分かったら教えてください。こ

の最前線には行かないで、あくまでも最前線までの後方支援といったこ

とでいいのかどうか。そこらへんお願いします。 

高井総務課長。 

まず、機能別団員が最前線に行くかどうかというような内容の質問で

すが、基本的には各分団の指揮、命令系統の下に置かれる団員になりま

すので、その中で必要に応じて行くこともあり得るのかなあというふう

には想定はしております。また、その後方支援、協力体制の中身という

部分ですが、今回消防団員のＯＢ、あとは消防職員のＯＢということを

想定しておりますので、当然機械の操作とかに熟知してるような経験の

ある人が想定されているものですので、そういった人達から、次につな

がるようなその技術であったり知識の継承、そういったものも期待をし

ている部分ではございます。 

はい、以上でございます。 

1番金子議員。 

今、分かったような分かんないような。あくまでも、例えば火災であ

れば、水火災等はその活動区域は村内なわけですがね。村内に限ると。

そして、災害現場における協力、後方支援。通常考えれば、後方支援と

いったようなことであれば、最前線には行かないような気がするんです

が、当たり前の分団で指示があればどこに部署をお願いしても大丈夫だ

といったような部分ですか。保証関係は消防団と同じといったような部

分であるわけですが、やっぱりそこらへんをこのしっかり理解しておか

なければ、いざ有事といったときに非常に大変だなあというようなこと

から今聞いているんですが、やっぱり支給品もヘルメットとメッシュの

ベストだけと、いったような部分もあるわけです。消防団と同じように

最前線に行って消火活動といったようなこともやっぱり何もこれは通常

行って分団の指示により行ってよいというような考え方でいいんです

か。 

高井総務課長。 

すみません、私最前線というのが要はその災害が実際に起きてる現場

というような部分で今、最前線ということでお話をさせてもらいました

ので、その中で、各分団がのその指示命令系統の中で活動していただく

というようなことなのかなあというふうに思っております。あと、装備

品いついては、消防団と内容ですね、こういたものが必要だっていうこ

とで、協議をして決めたものではございますが、それについてはもし、

こういう活動する中でこういう不足が生じるというようなものがあれ

ば、順次対応はしてまいりたいと思います。 

1番金子議員。 

わかりました。いずれ今の担当課長の説明では、消防団員と同じよう
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松葉住民福
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な活動ができるんだといったような部分で、理解をいたしました。それ

で大丈夫ですね。あくまでも私は、協力、後方支援というようなことで、

最前線はちょっとあれかなあといったようなことで今質問させていただ

きましたが、了解です。消防団員がお願いすれば、何もできるんだとい

ったようなその部分ですね。 

はい、わかりました。以上。 

そのほか、ございませんか。 

（なし） 

なければ、質疑を終結いたします。 

直ちに採決を行います。お諮りいたします。 

議案第 4 号「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

について」は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第 7、議案第 5 号「普代村国民健康保険条例の一部を改正する条

例について」を議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

松葉住民福祉課長。 

それでは、議案第 5号についてご説明申し上げます。 

（以下、松葉住民福祉課長説明、記載省略） 

提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を許します。 

5番中上議員。 

5番中上です。 

ちょっと確認なんですけども、今の保険証は 5 年ごとに自動的に切り

替わってきますね。マイナカード関係なく。今持ってる保険証は自動的

に変わって送られて来ますけども、マイナ保険証に紐づけられた場合は、

自分で更新しなければならないのか、黙っててもその更新が自動的に紐

づけになるのかっていうのは、ちょっと自分でやんなきゃダメなんじゃ

ないかっていう情報もあるんですけども、そこらへんはどうなんでしょ

う。 

松葉住民福祉課長。 

今のお話は、マイナンバーカードに被保険者証として紐づけるという

お話のことでよろしかったでしょうか。マイナンバーカードへの紐づけ

につきましては、確かにご自分での手続きまたは、今であれば医療機関

等でも紐づけのものができるものとなってございます。それと今であれ

ば、1 年間の被保険者証ということで、こちらの方で自動で更新してご

ざいますけども、常に被保険者の情報として、うちの村の方の国保標準

システムの方から連動させて情報の方はいっている形になりますので、
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議  長 

 

議  長 

 

 

一度手続きをされていただければ、マイナンバーカードの保険証の更新

等々は可能、そのまま 1度だけでできるものとなってございます。はい。 

5番中上議員。 

ということは、例えば 5 年経ったとしますね。5 年経っても前は保険

証が自動的に来てだのが、これは自動的に継続して紐づけされた新しい

情報が、紐づけされたまんまになっているよ、大丈夫だよ、忘れても大

丈夫構わないよ、という認識でいいかどうかですね。ちょっとここらへ

んのはっきりどうするかっていうのを国の方でまだ発表していないんじ

ゃないか、というのがあったんで、もし分からなかったらいいんですけ

ども。どうなんでしょう。 

松葉住民福祉課長。 

5 年というのがちょっと国保の保険証の方のことじゃなく、マイナン

バーカードのことなのかなと思われます。 

マイナンバーカードの方に、ＩＣチップというものがございまして、

こちらの方の更新が必要というのはあります。これは、実際今でも 5 年

経過しますと更新が必要になってございますので、こちらについてはや

はり役場の方とかに来ていただいて、更新が必要になります。 

（「自分でね」と、中上議員） 

はい。ですので、以前マイナンバーカードの普及にあたって、ポイン

ト等をお配りしての普及を図ったかと思いますが、来年、再来年あたり

がちょうどピークでその更新時期が皆さまに来るかと思います。 

5番中上議員。 

その更新時期は個人によって違いますよね。これ保険証、マイナンバ

ーカード皆一緒ですか。同じ時期。これ個人によって違えば、役所の方

から、そろそろ更新時期ですよというのが来るのか。自分でちゃんと覚

えててちゃんと手続きしなければならないのか、そこらへん。 

松葉住民福祉課長。 

マイナンバーカードのそのＩＣチップのところの更新ですけれども、

こちらジェイリスというところがございます。マイナンバーカード等の

発行等を行ってるところですけれども、そちらの方から皆さんの方に、

ＩＣチップ、ちょっとちゃんとした名称を忘れましたが、ＩＣチップの

ところの更新時期ですよというご案内の方は皆さまの方に行くようにな

ってございますので。そのお手紙が届いたら、役場の方に来ていただい

て更新の方をしていただければと思います。 

（「はい、ありがとうございます」と、中上議員） 

ほかに、ございませんか。 

（なし） 

なければ、質疑を終結いたします。 

直ちに採決を行います。お諮りいたします。 

議案第 5号「普代村国民健康保険条例の一部を改正する条例について」
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は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第 8、議案第 6 号「普代村子ども、妊産婦、重度心身障がい者及

びひとり親家庭医療費給付条例の一部を改正する条例について」を議題

といたします。 

当局の説明を求めます。 

松葉住民福祉課長。 

それでは、議案第 6号についてご説明申し上げます。 

（以下、松葉住民福祉課長説明、記載省略） 

提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を許します。 

ございませんか。 

（なし） 

なければ、質疑を終結いたします。 

直ちに採決を行います。お諮りいたします。 

議案第 6 号「普代村子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親

家庭医療費給付条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり

決することに、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第 9、議案第 7号「村営北緯 40度運動公園運動場設置条例の一部

を改正する条例について」を、議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

道下教育次長。 

それでは、ただ今上程されました議案第 7 号につきまして、その内容

をご説明申し上げます。 

（以下、道下教育次長説明、記載省略） 

提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を許します。 

3番大上浩史議員。 

この条例が、改正することによって、多目的グランドがなくなるわけ

ですが、その代替えというか、跡地というか、多目的グランドというこ

となのか、これの代替えというようなことは考えてはおらないのか、お

願いします。 

道下教育次長。 

お答えいたします。10月頃から工事に入りますけども、そうなった場

合に、これまで活動されていました個人の方あるいは団体の方も定期的
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にグランドを使用している状況でございます。その代替の施設として、

今議会の補正予算にも提案をさせていただいておりますが、村民グラウ

ンドの整地化を予定しております。まず暫定的にはなりますけども、そ

ちらの方での活動をですね、お願いをさせていただきまして、義務教育

学校が建設、開校となった 9 年度以降につきましては、現校舎、小中の

校舎校庭ですね、も空くことになります。その利活用等も含めて今後さ

らに検討を深めてまいりたいというふうに思っておりました。 

（「はい、わかりました」と、大上浩史議員） 

ほかに、ございませんか。 

（なし） 

なければ、質疑を終結いたします。 

直ちに採決を行います。お諮りいたします。 

議案第 7号「村営北緯 40度運動公園運動場設置条例の一部を改正する

条例について」は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第 10議案第１号「令和 6年度普代村一般会計補正予算（第 4号）」

を議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

高井総務課長。 

それでは、議案第 1号についてご説明いたします。 

（以下、高井総務課長説明、記載省略） 

提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を許します。 

5番中上議員。 

5番中上です。12ページ。6.2.2林業振興費で、治山林道協会負担金皆

増となって、説明の方で当初予算に計上漏れということですけれども、

これはどういった協会で、7万 6千円のこの会費がどのような役割がある

のか、どういった協会の役割をしてるのかっていうの伺います。次のペ

ージの 8.2.1 道路維持費ですね。工事請負費 660 万で村道補修工事とあ

ります。この木の伐採等や側溝などの工事というふうに前説明を受けて

おりますけれども、この木の伐採ですけども、今日、齊藤議員さんの方

からも一般質問がありましたけれども、あくまでこの道路に邪魔になる

木は自己責任としてやらなければならないということで、村長の答弁が

周知がまだ完全ではないかもしれないという話でした。この周知ですけ

ども、困っているので連絡をくださいというのは、向こうから連絡をし

てもらって、中には邪魔になってるのをわかっていながらも、どこにど

うやったらいいのかわからないとか、自分での予算がもしかすればない

という可能性もあるんで、向こうの方から心当たりの人は、呼びかけて、
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心当たりの人は連絡をくださいというような周知にしたらいかがですか

ね。ただ木の伐採してくださいっていう、どういう周知してるかわかり

ませんけども。結構あるんですよねあちこちに、本当に多いです。勝手

に本当に切るわけにもいきませんので。なんとか、所有者の方から連絡

をくれるような方法をとれないもんかなあというふうに常々感じており

ます。次 8.5.1 ですけれども、住宅管理費。これ説明の方に、突発的な

修繕対象事案に対して予算が不足する可能性があるため、不測の事態に

備え増額とありますけども、これは、すべての予算にいえることだとは

思うんですけども、この予算の不足と不測の事態の字が間違ってるよう

な気がするんですけども、不測の事態に想定外のっていうのはこれどう

いうことなのか。例えば 50万くらいだったら専決処分でできるわけです

よね。ここでわざわざこの補正を組む必要があるのかなあという、ちょ

っと疑問に思いました。以上です。 

大村建設水産課長。 

まず 1 点目、治山林道協会の負担金、どういった団体かということで

ございますが、治山林道協会ということで、治山整備であり林道整備、

そういったものによる県の団体の方になります。そこに、毎年負担金を

全市町村支払いをしているわけでございますけども、今回、当初予算計

上をし忘れまして、今回補正という形になっております。この会費につ

きましては、各自治体で治山事業を実施していれば、負担割合が増えて

いくという内容の負担金になってございます。本村についても、治山事

業ございますので均等割りプラス事業費割という形での負担となってい

るものでございます。 

次に、村道補修工事の中の木の伐採の部分の周知方法というところで

ございますが、村長答弁の中でも、ちょっとそのへんが不十分であった

と。実際のところ、地権者さんに対してその周知をしていなかった状況

でございます。これからとしましては、もちろんホームページ、広報等

でも情報提供はしていきますけれども、それだけではちょっと村外にい

る方とか、そういったのも案件ございますので、その点につきましては

個別に連絡を取るとかそういうことをしてまいりたいと思ってございま

すし、実際邪魔になっている部分については、地権者さんが分かる部分、

未定地だとどうしてもなかなか難しいところはあるんですけども、分か

る部分については、ちょっと木が邪魔になってましてという形でお願い

することにしていきたいと思ってございます。 

次に、住宅費の方の修繕料 50万円でございますけども、当初予算でも

修繕費、見てございますが、住宅が老朽化して、いろんなとこがちょっ

とあの雨漏りとか床が少し隙間が空いてとか、そういったので修繕をし

ておりまして、ちょっと当初予算で見込んだ金額が底がついてきたとい

うことで、まだ半年くらいありますので、ちょっと足りなくなるだろう

ということで、今回の補正という形でどこという部分が決まったわけの
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大上智議員 

補正ではないんですが、今後細々とした修繕が出てくるのであろうとい

うことで、今回補正をしているものでございます。 

5番中上議員。 

ありがとうございます。治山林道協会の方、これ治山事業すればその

割合に応じて、税金のようなものですねこれは。治山事業をやればそれ

の割合に応じて、均等割りとかということは税金ですね。違ったら、も

う 1回訂正をお願いします。 

道路維持費のこの木の伐採ですけども、確かに地元にいない人にはな

かなか届かないんだろうということですよね、非常にこれ大変な問題だ

と思います。みんな木が大きくなってるんで。もう育ちがいいし、天気

がいいんで、みんな大きくなって、車にはあたるし、物は見えない、本

当に危険な状態が多くあるんで、何とかこれ改善していっていただきた

いと思いますんで、よろしくお願いします。はい、以上、わかりました。

ありがとうございます。 

ほかに、ございませんか。 

2番松葉議員。 

14 ページの村民グランウド工事費、先ほど多目的グランドを解体して

やるためにそのグランドの整備をするというようなご説明があったと思

いますけれども、この 140 万円でどれくらいの整備をするのか、具体的

にお教えいただきたい。 

道下教育次長。 

お答えいたします。工事の内容ですけども、暫定的な代替の活動場所

ということで、予算についてもちょっとあまり大きくないというか、140

万くらいになりますが。まず、表土を剥ぎとってですね、そして客土の

整地を行いまして、その後に転圧をさせるということで、最低限、先ほ

ど説明にもありましたけども、グラウンドゴルフであったり、皆さんが

散歩をするとか、そういった状態に今年度もっていきたいというふうに

思っておりました。 

2番松葉議員。 

そうすると、旧村民グラウンドぐらいの広さの整備ととらえてよろし

いのでしょうか。 

道下教育次長。 

面積的なものですけども、以前村民グラウンド、ちょっと小さめの野

球場ということで使用していましたが、やや平地の部分を表土を剥ぎと

ってということになりますので、だいたい面積的には 6,000 ㎡ぐらいで

今見込んではいました。以上でございます。 

（「はい、わかりました、結構です」と、松葉議員） 

そのほか、ございませんか。 

8番大上議員。 

今の議案に関して、5件ほどお伺いします。 
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議  長 

松葉保健セ

ンター所長 

まず最初に、10ページの 3款 1項 2目高齢者福祉費の説明の方に、え

んじゅの会解散に伴う報償旅費の増額 33 万 2 千円とあったんですけど

も、このえんじゅの会解散の経緯は、どういうふうな経緯があって解散

したものか、村の方の支援体制の問題があってえんじゅの会が解散した

ものかっていうことです。 

次に、11ページの 3款 2項 1目児童福祉総務費、子ども・子育て支援

事業計画策定業務委託料 431 万 2 千円。これ第 3 期の計画策定とありま

すが、これ第 2 期の計画は現在あると思うんですけど、どこにこれ示さ

れてるものか。また、同じ件でございますけども、これ近年政府が少子

化戦略で子ども子育て支援に力を入れるため、子ども家庭庁発足させる

等しておるところでございますが、この計画策定に当たり、盛岡市等で

は事前に市民から子ども子育て支援に関する事業を募集しています。目

的は市民等からの企画提案により実施する子ども及びその保護者に対す

る支援に関する事業を支援することによって、市の未来を担う子どもが、

より健やかに成長することができる社会の実現を資するとあります。本

村においても計画策定に当たり、より実のある地域で子どもを育てるた

めの課題解消支援の事業計画を策定するため、提案を求めるべきだと思

いますが、この計画はどのように策定するのか伺います。 

次に、11ページの 3款民生費 2項 2目児童措置費でございますが、こ

の中の扶助費の児童手当の 279 万 5 千円ですけども、まずその多子加算

のカウント方法についてお聞きします。一般には第三子以降、高校卒業

まで 3万円支給されますが、親等の経済的負担がある場合は、22歳年度

末まで支給ということなんでしょうかねえ。 

それから、本村の本年度における手当、月額別支給対象予定者の人数

を教えてください。 

それから、同じく 11ページの 3款 2項 5目、児童福祉施設費の委託料

のところですけども、子どものための教育・保育給付 763 万 9 千円。こ

の委託料は 4年度決算額では、842万 3,900円。あと令和 5年度決算額で

は 1,264 万 5,880 円。今年度分ですけども、今回の補正予算額 763 万 9

千円を加えますと、現時点で、令和 6 年度の予算額が 1,798 万円となり

ます。これは村外の保育園、幼稚園さ入園する子どもが増えてるという

ことなのでしょうか。そのへんをお聞きします。 

それから、ちょっと件数が多くて大変なんですけども、同じく 11ペー

ジの４款民生費 1 項１目の予備費の中で、新型コロナウイルス予防接種

委託料 580 万とありますけども、この中で説明が国の接種費用見込みを

見直したとありますけども、ここの説明をお願いしたいと思います。 

以上、5件についてお伺いします。 

松葉保健センター所長。 

まず、えんじゅの会の解散理由でございますが、シルバーリハビリ体

操指導者の方でこの会は組織しておりましたが、この行政事業が終了す
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議  長 

大上智議員 

ることから、新規会員の確保の目途が立たなくなりまして、あと会員の

方の若干高齢化もありまして、継続することが困難という状況となりま

して、解散する運びとなったものでございます。 

2点目の子ども・子育て支援事業計画でございますが、すみませんちょ

っとこちら聞き漏らしたんですが、こちらはこの委託料の中で、保護者

等にアンケート調査を実施いたします。その調査結果をもとに、その結

果を事業計画に盛り込むようなこととなりますので、今から調査を行う

ものでございます。 

3点目の児童手当でございますが、 

（「すみません、ついでに今の、現在第 2期の計画は」と、大上智議員） 

すみません。第 2 期の計画はございますが、どちらに提示されている

かっていうのはちょっと分かりかねますので、あとで議会のタブレット

の方に送らせていただきたいと思いますので、すみませんよろしくお願

いいたします。 

あと、児童手当の支給対象のこの 22歳というようなカウントの仕方と

いうことでございますが、支給対象は 18歳の方までなんですけれども、

この第 1子、第 2子、第 3子ってカウントする中で、23歳到達前の方は

その第 1 子、第 2 子の方にカウントされますので、例えば小学校、中学

生の方がもしいれば、第 3 子の方は 3 万円の支給単価で児童手当が支給

されます。もう 22歳超えてしまえば、残った方は第 1子、第 2子という

ようなカウントとなりますので、あくまでもカウントするための年齢制

限の表示でございます。ちなみに支給額ですと、3歳未満の方は第 1子、

第 2 子が 1 万 5 千円、第 3 子からが 3 万円となります。そして 3 歳から

18歳までは、第 1子、第 2子が月額 1万円、第 3子以降は 3万円という

ふうに変わります。人数でございますが、令和 6 年 8 月 1 日現在、対象

児童数は 156名となってございます。そのうち 3歳未満が 25名、3歳以

上小学校終了前が 92 名、小学校終了後中学校終了前の方が 39 名、高校

生年代は 45名というふうになってございます。 

次に、子どものための教育・保育給付の委託料でございますが、こち

らは当初 7 名分で予算計上をしてございました。今現在 9 名の方が利用

してございます。それで、3歳未満と 3歳以上で保育料の違いがございま

すので、今回は 3 歳未満の方が増えたことから、ちょっと大きめの補正

額となってございます。 

コロナウイルスの委託料の 580 万ですか、国が今現在示してる単価が

ですね、1万 5,300円となります。これはまだ確定した金額でございませ

ん。ですので今段階は 1 万 5,300 円という数字で予算計上させていただ

いております。このうち国から 8,300 円が助成されまして、村負担は

7,000円負担となります。以上となります。 

8番大上議員。 

結局、今説明してもらった、11ページの児童手当のところですけども、
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議  長 

議  長 

 

 

松葉保健セ

ンター長 

 

 

 

 

議  長 

大上智議員 

 

 

 

普通だったら高校卒業まで支給されますよね。ただその中で、親等の経

済負担がある場合は 22歳年度の末までは、支給しますよっていうふうな

説明だったですか。それから、この 22歳の年度末までっていうのの対象

の人数っていうのは何人いるものなんですか。 

それから、結局子どものための保育・教育保育給付っていうのは、先

ほど言いましたけども、令和 5 年度の決算額が 1,260 万 5,880 円だった

わけですけども、もう今年度はすでに 1,500 万くらいもう多くなってる

わけですね。それだけ金額がすごい今の時点でもう去年の決算額を超え

てるようなあれなんですけども、そのへんどのような説明していただけ

るんでしょうか。 

松葉保健センター所長。 

まず、児童手当の方でございますが、22 歳までっていうのが例えば大

学生のお子さんがいる場合ですね。22歳までは扶養しておりますので、

就職してない学生とかですね、そういう方が対象となります。このちょ

っと 22歳までの対象の方まだ拾い出しできておりませんので、すみませ

ん、今ちょっと拾い出せない状態でございました。 

あと、保育料、村外保育の関係でございますが、 

すみません、暫時休憩にします。            （16：35） 

休憩前に戻り、会議を再開いたします。         （16：36） 

昨年度はトータル 1,264 万 6,000 円でございましたが、児童数は 9 人

でございました。今年も 9 人ではございますけれども、まず、保育料は

年々高騰してございますものと、あと年齢構成がですね、今までは 3 歳

以上が多かったんですが、今年は 3 歳未満の方が多いという状況にあり

まして、この保育料が増額となっているものでございます。以上でござ

います。 

暫時休憩します。                   （16：36） 

休憩前に戻り、会議を再開いたします。         （16：39） 

保健センター所長、今の説明をもう一度お願いします。 

松葉保健センター所長。 

児童手当の支給対象は、高校生までの方となりまして、子どものカウ

ント数にこの大学生までカウントされると。3人以上お子さんがいる場合

は、大学生のお子さんを 1子と数えないと、3番目の子が 3万円とならな

い。大学生の子をカウントすることによって高い金額をもらえるという

ふうなことになりますので、よろしくお願いします。 

（「最後、いいですか」と、大上智議員） 

8番大上議員。 

先ほどの子どものための教育・保育給付の件ですけども、先ほど言い

ましたけども、去年度の決算額が 1,265 万円くらいですかね、そして、

今年はすでにもう 1,798万円くらいになってますよね。500万くらい今の

時点で。そしたら、これからまだ 3 月までには時間があるわけですけど
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議  長 

 

も、まだこれが今回最後の給付となりますか、それともまだ状況によっ

ては 1,800 万プラスっていうようなこともあり得るわけですか。それだ

け普代のこども園というよりはもう、村外の保育園、幼稚園に行ってる

人がもう増える傾向にあるのか、そのへんもお聞きします。 

松葉保健センター所長。 

まず、3歳未満と 3歳以上のお子さんでは委託料が倍違います。それの

関係で、3歳未満の子が増えた関係で今回増額となってございます。 

あと、今後保育料が増える可能性はございます。今村外保育で預けて

いらっしゃる世帯で、新たにお子さんが生まれた世帯もございますので、

そうすれば 3 歳未満の子がもしかすれば増える可能性はございます。そ

の時はまた補正でお願いしようと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

休憩します。                     （16：42） 

休憩前に戻り、会議を再開いたします。         （16：42） 

そのほか、ございませんか。 

（なし） 

なければ、質疑を終結いたします。 

直ちに採決を行います。お諮りいたします。 

議案第１号「令和 6年度普代村一般会計補正予算（第 4号）」は、原案

のとおり可決することに、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

日程第 11、議案第 2号「令和 6年度普代村休養施設事業特別会計補正

予算（第 1号）」を議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

高井総務課長。 

それでは、議案第 2号についてご説明いたします。 

（以下、高井総務課長説明、記載省略） 

提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を許します。 

ございませんか。 

（なし） 

なければ、質疑を終結いたします。 

直ちに採決を行います。お諮りいたします。 

議案第 2 号「令和 6 年度普代村休養施設事業特別会計補正予算（第 1

号）」は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 
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大村建設水

産課長 

議  長 

 

 

大上智議員 

 

 

 

議  長 

大村建設水

日程第 12、議案第 3号「令和 6年度普代村簡易水道事業会計補正予算

（第 1号）」を、議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

大村建設水産課長。 

それでは、ただいま上程されました議案第 3 号についてご説明いたし

ます。 

（以下、大村建設水産課長説明、記載省略） 

提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を許します。 

8番大上議員。 

今の簡水の 5 ページになりますかね、貸借対照表のページがあります

よね、あそこのとこ、今度のいつかの全協でも簡単にこう説明してもら

えばありがたいんですけども。公営企業に今なってるので、このへんの

貸借はこんな感じでこの数字だよっていうのを説明してもらいたいとい

う要望ですので、お願いします。終わります。 

そのほか、ございませんか。 

（なし） 

なければ、質疑を終結いたします。 

直ちに採決を行います。お諮りいたします。 

議案第 3号「令和 6年度普代村簡易水道事業会計補正予算（第 1号）」

は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第 13、議案第 8号「太田名部漁港衛生管理型荷さばき所建設工事

の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについて」を議題といた

します。 

当局の説明を求めます。 

大村建設水産課長。 

ただ今上程されました議案第 8号について、ご説明いたします。 

（以下、大村建設水産課長説明、記載省略） 

提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を許します。 

8番大上議員。 

今の議案とは直接は関係ないかもしれませんけども、新港の方の漁船

の係留、そのへんはどのように考えているもんでしょうか。それはまた

県の方の事業になりますか。その係留、器具っていうか、そのへん説明

お願いします。 

大村建設水産課長。 

新港の漁船の係留にきましては、新魚市場営業するに当たっては、ど
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うしてもその前には船舶の係留はできませんので、そのへんは漁業者さ

んと係留場所等の相談はしなければならないのかなと思ってはございま

す。逆に、今使われている市場の方が、岸壁全面が使われなくなるとい

うのもございますので、そのへんは漁協、村、漁業者併せて相談する形

になろうかとは思います。 

（「はい、終わります」と、大上智議員） 

そのほか、ございませんか。 

（なし） 

なければ、質疑を終結いたします。 

直ちに採決を行います。お諮りいたします。 

議案第 8 号「太田名部漁港衛生管理型荷さばき所建設工事の変更請負

契約の締結に関し議決を求めることについて」は、原案のとおり決する

ことに、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

暫時休憩といたします。                （16：58） 

休憩前に戻り、会議を再開いたします。         （16：59） 

本会議終了の時間が迫ってまいりましたが、ここでお諮りいたします。 

本会議の時刻を定刻の 5 時以降も継続したいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本会議を 5時以降も継続いたします。 

日程第 14、議案第 9号「岩手県後期高齢者医療広域連合規約の一部変

更に関する協議について」を議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

松葉住民福祉課長。 

それでは、議案第 9号についてご説明申し上げます。 

（以下、松葉住民福祉課長説明、記載省略） 

提案理由の説明が終わりました。 

これより質疑を許します。 

（なし） 

なければ、質疑を終結いたします。 

直ちに採決を行います。お諮りいたします。 

議案第 9 号「岩手県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更に関する

協議について」は、原案のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 
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暫時休憩します。                   （17：04） 

休憩前に戻ります。                  （17：04） 

お諮りいたします。 

以上で、本日の日程を終了し、延会といたしたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本日はこれで延会といたします。 

ご苦労さまでした。 
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